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第 1章　はじめに
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1-2 計画の背景

1-1 計画の目的

箕輪町では、平成 9年 3月 19日に「箕輪町環境保全条例」を策定して住民が健康で快適

な生活を営むために、町、住民及び事業者の責務を明らかにするとともに、豊かな環境の保

全への取組みを進めてきました。

日本での環境に関わる法令等では「環境基本法 ( 平成 5年制定 )」をはじめ、「地球温暖化

対策の推進に関する法律(平成10年制定 )」や「循環型社会形成推進基本法(平成12年制定 )」

など、根幹となる環境法令の改正が行われてきました。

また世界では、平成 28 年 11 月 4 日、地球温暖化対策の新しい国際ルールである「気

候変動規制に関する多国間の国際的な協定 ( パリ協定 )」が平成 27年 12 月の第 21 回気候

変動枠組条約締約国会議 (COP21) での採択から 1年という異例の速さで発効され、世界の

110 を超える国と団体 ( 平成 28年 11月現在 ) が批准しています。

このパリ協定では、今世紀後半には実質的な温室効果ガス排出量ゼロに向けた世界全体の

温暖化対策を、今後継続的に強化し続けていく方向が明確に示され、環境保全における歴史

的な転換点を迎えています。この中でわが国は、2030 年 ( 平成 42年 ) における温室効果ガ

ス排出量を 2013 年比マイナス 26�0％を目標としています。

こうした中、箕輪町では平成 23年度に改訂した「箕輪町環境基本計画」に基づき、

（１）公害の防止

（２）自然環境の保全

（３）循環型社会による廃棄物の減量と、省資源・省エネルギー、新エネルギーの取組み

（４）景観形成・環境創造

（５）地球環境の保全

に取組んできましたが、このたび「箕輪町第５次振興計画」に合わせて本町の環境保全に

関する施策を更に推進し、社会情勢の変化に対応するため、計画の見直しを行うこととしま

した。

箕輪町環境基本計画は、箕輪町の環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ことを目的として、箕輪町環境保全条例に基づき策定するものです。
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箕輪町環境保全条例

1-3 計画の位置づけ

本計画は、『箕輪町環境保全条例第 24条 ( 環境基本計画の策定 )』の規定に基づいて策定す

るもので、国の「環境基本計画」や「第三次長野県環境基本計画 (H25 ～ H29)」をはじめ、

町の上位計画である『箕輪町第 5次振興計画 (H28 ～ H37)』の環境面での施策を具体化、推

進するための計画です。

環境基本計画 ( 国 )

第三次長野県環境基本計画 ( 長野県 )

箕輪町第 5次振興計画

箕輪町地球温暖化対策実行計画

箕輪町景観計画

具体化

具体化 環境施策の具体化

箕輪町環境基本計画
関連

具体化
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1-4 計画書の見方 (第 3章計画の取組み )

16 17

基本方針 2　エネルギーと資源を有効活用する地域づくり
現状 課題 基本施策 施策内容

○廃棄物全体の量はごみ処理費用有料化が開始された平成 15年
度の翌年度はいったん減少したものの、その後は増加傾向と
なっています。

○可燃ごみは平成 14 年度の 3,833 ｔをピークに、平成 24 年度
には 2,520 ｔまで減少しましたが、その後微増が続き平成 27
年度の可燃ごみ収集量は 2,590 ｔです。

□ごみ処理には莫大な経費を
要するとともに、処理段階
におけるダイオキシン類な
どの有害ガスや温室効果ガ
スの発生など、環境に与え
る負荷を軽減することが必
要です。

□上伊那広域連合で計画して
いる新ごみ中間処理施設で
は、プラスチック類も助燃
材として燃やすことができ
るため、可燃ごみの量や内
容の変更に対応することが
必要です。

2-1

ごみの適正な処

理

2-1- ①　広域連携による可燃ごみの適正処理

◇効率的な可燃ごみの処理を行うため、上伊那広域連合による新ごみ中間処
理施設の設置・運営に参画し、新施設への移行に伴う分別、収集等につい
て検討を行います。

◇上伊那全市町村一体のごみ処理計画により、排出抑制を行います。
◇小型焼却炉について引き続き使用停止の啓発と撤去に努めます。

□一部の事業者において産業
廃棄物の野焼き、野積みが
行われていることがありま
す。

2-1- ②　事業系ごみの適正処理

◇事業者が排出するごみは、自らの責任において適正に処理することが原則
であることから、適正な処理の周知や現状に応じた調査・指導を行います。

◇産業廃棄物の適正処理のため、事業者への啓発を積極的に行います。
◇産業廃棄物の管理や処理にあたっては、関係法令を遵守し、安全かつ適正
に行うよう指導します。

□宴会等や家庭での食べ残し
を減らし、むだをなくすこ
とも必要です。

2-1- ③　生ごみの減量化、堆肥化

◇生ごみを可燃処分せず堆肥化を推進するため、家庭用生ごみ処理機設置に
対する補助制度を継続し、生ごみの自家処理を推進します。

◇生ごみの分別収集を拡げ、再資源化、堆肥化を行うことで可燃ごみの減量
を図ります。

◇学校、保育園等の公共施設から排出される生ごみについて、積極的な堆肥
化を図ります。

○平成21年度から木下北城地区をモデル地区として
生ごみ資源化の取組みをスタートし、平成 23 年
度には八乙女地区でも開始しました。

2-1- ④　生ごみ資源化への取組み

◇住民の皆さんの協力を得ながら、生ごみ処理を推進する地区の拡大を図り
ます。

◇生ごみ処理費用の拠出方法等について検討を行います。
○箕輪町環境保全条例第 7条に「何人も、みだりに空き缶、タバ
コの吸いがら等を捨て、又は廃棄物を不法に投棄してはならな
い」として、不法投棄等の禁止を規定し、違反した場合は調査、
勧告や措置命令を行うことを定めています。

□林道沿いの谷間や河川敷へ
の不法投棄 ( 農機具、廃タ
イヤ、空き缶、空き瓶等、
農業用マルチ、ビニールハ
ウスの廃ビニール、自動車、
バイク、家電製品等 )。特に
テレビ、冷蔵庫、洗濯機の
不法投棄が目立ちます。

2-1- ⑤　不法投棄の撲滅

◇町民や事業者と協力した不法投棄をしない、させない地域づくり、環境づ
くりについて検討し対策を行います。

◇廃棄物不法投棄監督員と協力し、不法投棄の監視と適切な対応を行い、再
発防止に努めます。

［環境保全条例施行規則第 3条 (1) 循環型生活環境の確保］
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1 基本方針

� 計画の構成に示す 4つの基本方針ごとに、具体的な施策をまとめています。

2 現状

� 箕輪町の環境に関する現状を整理しています。

3 現況や課題、施策に関連する図表等を示しています。

4 課題

� 環境に関する現状に対する課題を整理しています。

5 基本施策名

6 施策内容

� 施策ごとの内容を示しています。



5

第 2章　目指す姿と計画の構成
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2-1 基本的な考え方

1950 年代以降の急激な工業化で先進諸国では公害の頻発やエネルギーを主とする自然資源

の消費量が格段に増加し、環境保全と経済成長は対立する概念として捉えられ、環境を守るた

めには経済成長の犠牲が必要だとの考え方が大勢を占めていました。

1980 年代に入り、環境保全と経済成長は対立するものではなく、両立して支え合うものだ

とのパラダイムシフトが起こり、1987 年に「環境と開発に関する世界委員会 ( ブルントラン

ト委員会 )」の最終報告書では、環境保全を考慮した節度ある開発が重要であるという考え方

のもと「持続可能な開発」が中心的な概念として取り上げられました。

私たちの生活は、常に地球環境や自然環境からの恩恵の上に成り立っており、自然豊かな箕

輪町の中では、その恩恵を意識しないことも少なくありませんが、世界規模での温暖化に伴う

極端な気候変動や動植物の絶滅リスクの増加など、危機は私たちの身近に確実に迫っています。

現在および将来に渡って、自然豊かな環境の恩恵を享受し続けるためには、私たち一人ひと

りの生活が、周囲の自然や世界とつながっていることを意識して、まずは身近な環境を大切に

守り、育てることが大切です。

そのためには、町民、事業者などの様々な団体、行政がそれぞれの役割を認識し、できるこ

とを確実に実行していくことが必要です。

地球、自然環境からの
恩恵

地球環境

自然環境

箕輪町の
生活・産業

箕輪町の生活や産業と環境との関連 ( イメージ )
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2-2 目指す姿

箕輪町第 5次振興計画 ( 平成 28～ 32年度 )

【将来像】

みんなで創る、

未来につながる、

暮らしやすい箕輪町
－人口減少時代への挑戦 ”箕輪チャレンジ ”

－

【基本理念】

○これまでの取組みを振り返りながら、町民

が一丸となり、「みんなで創る」まちづくり

を進めていきます。

○先人が長年かけて築き上げた暮らしやすさ

が、「未来につながる」まちづくりを進めて

いきます。

○人口減少社会となっても、誰もが住みたい

町、住み続けたい町であり続けるため、「暮

らしやすい箕輪町」を実現するまちづくり

を進めていきます。

箕輪町環境保全条例

【環境保全の基本理念】

第 3条　環境の保全は、住民が健全で豊

かな環境の恩恵を受けるとともに、こ

の環境が将来にわたって維持されるよ

う適切に行われなければならない。

2　環境の保全は、社会経済活動による環

境への負荷をできる限り低減するため

に、すべての者がそれぞれの役割分担

を自覚し、自主的かつ積極的に行われ

なければならない。

3　地域の環境が、地球環境全体の保全に

深くかかわっていることを考慮し、す

べての事業活動及び日常生活において

は、環境の保全を念頭において行われ

なければならない。

【環境基本計画が目指す姿】

豊かな自然とともに、快適に暮らし続けるまちを　みんなでつくる箕輪町

箕輪町環境基本計画では、本計画を規定する「箕輪町環境保全条例」の基本理念と、本計画の

上位計画である箕輪町第 5次振興計画の将来像を実現するために、箕輪町のすべての町民が自然

と共生し、その豊かな恩恵を享受しながら快適な暮らしをみんなでつくり続けることを、目指す

姿として掲げます。
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2-3 計画の構成と期間

豊
か
な
自
然
と
と
も
に　

快
適
に
暮
ら
し
続
け
る
ま
ち
を　

み
ん
な
で
つ
く
る
箕
輪
町

基 本 方 針

基本方針４

町民主体の

地域環境づくり

基本方針 3

安全・安心・快適環境の

地域づくり

基本方針 2

エネルギーと資源を

有効利用する地域づくり

基本方針 1

自然環境と共生した

地域づくり

基 本 施 策

1-1 潤い豊かな森林を守り・育てる

1-2 美しい河岸段丘林を守り・育てる

1-3 自然との共生による農業振興

1-4 良好な景観を保全する

2-1 ごみの適正な処理

2-2 循環型社会の構築

2-3 地産地消の推進

3-1 地球温暖化の防止

3-2 環境汚染の防止

3-3 快適な生活環境の整備

4-1 環境の広報・啓発活動の推進

4-2 環境保全のための教育・学習の推進

4-3 環境活動への参加促進

計画の構成

計画の期間

本計画の期間は、平成２９年度を初年度とし、平成３３年度までの５年とします。
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2-4 実施体制

計画の推進体制

本計画を着実に実施するためには、町民、事業者、各種団体、町などの各主体が、それぞ

れの役割を認識し、協力と連携を図りながら取組みを進めることが重要です。

そのため、次のような役割分担のもと、計画についての取組みを総合的かつ計画的に推進

することとします。

役割分担と連携

事業者・団体

〇活動における環境負荷の低減に努めます。

○自然環境の保全と公害防止に努めます。

○町民や地域、町と協力・連携して、環境保全

活動の実践に努めます。

町　民

〇日常生活での環境負荷軽減に努めます。

○地域や事業者、町と協力・連携して環境保全

に取組みます。

○環境に関する情報収集に努めます。

行政 ( 町 )

〇町民、事業者、各種団体と協力・連携して、

環境の保全と創造に関する総合的な施策を計

画的に推進します。

○近隣市町村や県などと連携して、広域的な環

境保全に取組みます。

適切な役割分担による

協力と連携
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箕輪町環境審議会

環境基本法第 44条の規定に基づき、環境保全に関する必要な事項を調査審議するため、箕

輪町環境審議会を設置します。( 箕輪町環境保全条例第 18条 )

箕輪町環境審議会は、本計画の見直しに際して審議を行うほか、環境に関する計画や制度

について審議します。
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第 3章　計画の取組み
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基本方針 1　自然環境と共生した地域づくり
現状 課題 基本施策 施策内容

○箕輪町における森林の面積は 5,540ha　
( 国有林 110ha、公有林 2,774ha、私有林
等 2,656ha) で、町の面積 8,591ha のうち
64�4% 以上を林野が占めています。( データ
出典 :2015 農林業センサス )

○上伊那地域の水がめである箕輪ダム集水域の
森林 1,910ha は、水道水源保護地域 (H5 水
道水源保護条例 : 箕輪町 ) に指定し、水源地
保護を行っています。

○西部地域の山々は、町の古くからの水道水源
地帯であり、豊富な清水を私たちの生活に与
えています。

○「小鳥の森」に指定されている萱野高原など、
自然度の高い森林には、豊かな生物多様性が
育まれています。

□林業の担い手不足から手入れの行き届かない
森林が見られます。

□上伊那全体で、水資源の保全について関係団
体や市町村、住民が一体となった情報共有や
啓発が必要です。

□森林整備の不足によって水源かん養能力が失
われ、降雨による土砂災害等が懸念されます。

□外国産材との価格競争、高齢化や後継者不足
により林業従事者が減少し、荒廃林地が増加
しています。

□林地の計画的な維持管理、地域林産物の利用
促進、効率的な林道等の整備などを推進し、
地球温暖化防止、水源かん養、土砂災害防止
など森林の多面的機能が発揮できる健全な森
林の保全、活用が必要です。( 振興計画第 4
章第 2節 )

1-1

潤い豊かな森林

を守り・育てる

1-1- ①　水源かん養林の保護（振興計画第 1章第 3節 - 施策 2）

◇上伊那地域の水がめである箕輪ダムの水量を確保するため、今後も継続的
に水源かん養保全を行います。

1-1- ②　計画的な林種転換

◇計画的な森林施業による保全を図ります。
◇ナラ・クリ等の保水能力の高い広葉樹林の育成など、林種の計画的な転換
による混交林化を行います。

◇広葉樹林による保水能力の向上を図り、降雨による土砂災害を防止します。
1-1- ③　生物多様性への取組み

◇野鳥や貴重な動植物の多様な生態系を守り、育てるため、地域ごとの特性
に応じた森林の保全、育成について検討を行います。

1-1- ④　林業の振興 ( 振興計画第 4章第 2節 - 施策 2)

◇水源かん養や土砂災害防止などの森林の持つ公益的機能を十分に発揮させ
るため、計画的な森林整備を推進します。

◇森林組合や森林所有者をはじめ関係団体と連携して、産業として成り立つ
林業を目指します。

1-1- ⑤　林業の担い手育成

◇貴重な森林を永続的な資源として活用するため、町内の民間企業と連携も
考慮し、林業の担い手育成推進について検討を始めます。

○上伊那地域振興局管内において、箕輪町の南
東部は松くい虫の「特定先端被害地域」に区
分され、これに隣接する概ね 2km以内の地
域は「危険未被害地域」に区分されています。

□気候の温暖化などにより、松くい虫被害の拡
大が心配されます。

1-1- ⑥　松くい虫被害の防止

◇長野県林務部の「地域区分別施業の指針」により、長野県と連携して松く
い虫被害拡大防止と被害木の駆除を行います。

出典：林野庁

樹木も含め植物は、光合成により二酸化炭素を吸収し酸素を放出する一方で、私たち人間と同
じように生きていくための呼吸もしていているので、酸素を吸収し二酸化炭素を放出しています。
ただし、光合成に使われる二酸化炭素量は呼吸から出る二酸化炭素量よりも多いので、差し引き
すると樹木は二酸化炭素を吸収していることになります。成長期の若い森林では、樹木は二酸化
炭素をどんどん吸収して大きくなります。これに対して、成熟した森林になると、吸収量に対す
る呼吸量がだんだん多くなり、差し引きの吸収能力は低下していきます。
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現状 課題 基本施策 施策内容
○箕輪町における森林の面積は 5,540ha　
( 国有林 110ha、公有林 2,774ha、私有林
等 2,656ha) で、町の面積 8,591ha のうち
64�4% 以上を林野が占めています。( データ
出典 :2015 農林業センサス )

○上伊那地域の水がめである箕輪ダム集水域の
森林 1,910ha は、水道水源保護地域 (H5 水
道水源保護条例 : 箕輪町 ) に指定し、水源地
保護を行っています。

○西部地域の山々は、町の古くからの水道水源
地帯であり、豊富な清水を私たちの生活に与
えています。

○「小鳥の森」に指定されている萱野高原など、
自然度の高い森林には、豊かな生物多様性が
育まれています。

□林業の担い手不足から手入れの行き届かない
森林が見られます。

□上伊那全体で、水資源の保全について関係団
体や市町村、住民が一体となった情報共有や
啓発が必要です。

□森林整備の不足によって水源かん養能力が失
われ、降雨による土砂災害等が懸念されます。

□外国産材との価格競争、高齢化や後継者不足
により林業従事者が減少し、荒廃林地が増加
しています。

□林地の計画的な維持管理、地域林産物の利用
促進、効率的な林道等の整備などを推進し、
地球温暖化防止、水源かん養、土砂災害防止
など森林の多面的機能が発揮できる健全な森
林の保全、活用が必要です。( 振興計画第 4
章第 2節 )

1-1

潤い豊かな森林

を守り・育てる

1-1- ①　水源かん養林の保護（振興計画第 1章第 3節 - 施策 2）

◇上伊那地域の水がめである箕輪ダムの水量を確保するため、今後も継続的
に水源かん養保全を行います。

1-1- ②　計画的な林種転換

◇計画的な森林施業による保全を図ります。
◇ナラ・クリ等の保水能力の高い広葉樹林の育成など、林種の計画的な転換
による混交林化を行います。

◇広葉樹林による保水能力の向上を図り、降雨による土砂災害を防止します。
1-1- ③　生物多様性への取組み

◇野鳥や貴重な動植物の多様な生態系を守り、育てるため、地域ごとの特性
に応じた森林の保全、育成について検討を行います。

1-1- ④　林業の振興 ( 振興計画第 4章第 2節 - 施策 2)

◇水源かん養や土砂災害防止などの森林の持つ公益的機能を十分に発揮させ
るため、計画的な森林整備を推進します。

◇森林組合や森林所有者をはじめ関係団体と連携して、産業として成り立つ
林業を目指します。

1-1- ⑤　林業の担い手育成

◇貴重な森林を永続的な資源として活用するため、町内の民間企業と連携も
考慮し、林業の担い手育成推進について検討を始めます。

○上伊那地域振興局管内において、箕輪町の南
東部は松くい虫の「特定先端被害地域」に区
分され、これに隣接する概ね 2km以内の地
域は「危険未被害地域」に区分されています。

□気候の温暖化などにより、松くい虫被害の拡
大が心配されます。

1-1- ⑥　松くい虫被害の防止

◇長野県林務部の「地域区分別施業の指針」により、長野県と連携して松く
い虫被害拡大防止と被害木の駆除を行います。

［景観保全条例施行規則第 3条 (2) 自然と人間との共生の確保］

１年当たりの森林の林木（幹・枝葉・根）による炭素吸収の平均的な量

○前ページで算出された炭素量を使って、１年当たりの炭素吸収の平均的な量を計算してみました。

(独)森林総合研究所 温暖化対応推進拠点

※ 炭素吸収量は、同じ樹種であっても地域、立地環境等の要因により異なります。本表の値はあくまでも平均的な
値を示す性格のものです。

（単位：トン／ha･年）

20年生
前後

40年生
前後

60年生
前後

80年生
前後

スギ 3.3 2.3 1.1 0.8

ヒノキ 3.1 2.0 1.1 0.3

天然林広葉樹 1.4 1.0 0.3 0.1

　この炭素量を二酸化炭素の重さに換算するためには、炭素量に44/12(≒3.67)を乗じます。

　　各林齢における炭素吸収量の求め方は以下のとおり。

　　　20年生：（４齢級の炭素量－３齢級の炭素量）÷５年

　　　40年生：（８齢級の炭素量－７齢級の炭素量）÷５年

　　　60年生：（12齢級の炭素量－11齢級の炭素量）÷５年

　　　80年生：（16齢級の炭素量－15齢級の炭素量）÷５年

１年当たりのおおよその炭素吸収量

（国研）森林総合研究所　温暖化対応推進拠点

指標名 数値目標 備考単位 H27( 基準 ) H33( 目標 )

水源涵養保全地域の面積 ha 1,300 1,300
水道水源保護地域
19�1 ｋ㎡

1 年あたりのおおよその炭素吸収量
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現状 課題 基本施策 施策内容
○天竜川とその支流による段丘林は、緑の帯の
ように河川沿いに続き、暮らしに豊かさを与
えています。

○段丘林の一部は河岸段丘崖の保護としての保
安林や、急傾斜地として指定されています。

○河川に沿って発達する段丘林は、多様な生き
物の生息場所として大切な場所となっていま
す。

□住宅が集中する市街地周辺の段丘林は、開発
等により減少傾向にあります。

□段丘崖への太陽光発電パネルの設置は、景観
を阻害し、急傾斜地の土砂流出を招くことが
あります。

1-2

美しい河岸段丘

林を守り・育て

る

1-2- ①　河岸段丘林の保全

◇急傾斜地保護と景観保全の両面から、河岸段丘の保全と開発の抑制を図り
ます。

□生態系に影響を与えるおそれのある外来生物
( アレチウリ、アライグマ、ブラックバス等 )
が森林や河岸段丘林、河川、湖沼に数多く生
息しており、定着した外来生物を排除するこ
とは非常に困難です。

1-2- ②　在来生物の保護

◇国、県と連携し、外来生物を外部から持ち込ませないなどの対策を行います。
◇在来生物の生態系を守るため、生息環境の保全を図ります。

○竜西地区は、西の山々から続く扇状地地形と
なっており、西天竜幹線水路から東側は肥沃
な水田地帯で、水路の西側は広大な畑作地帯
となっています。

○竜東地区は、中山間地が多いため耕地面積は
比較的少ないものの、野菜や果樹栽培が盛ん
に行われています。また、天竜川の支川沿い
は水田地帯となっている場所もあります。

○農業は、広大な土地の荒廃を防ぐとともに、
雨水などを保水する洪水調整機能など、多面
的な機能を有しています。

□農業後継者不足から、一部の農地は荒廃化が
進んでいます。

□農業従事者の高齢化や自由貿易の拡大などに
より、農業経営への不安が高まっています。
こうした中、時代に対応したより強い農業経
営体が求められている一方で、中小規模の農
家が多い現状においては、町全体で農業を支
える仕組みづくりが必要です。( 振興計画第
4章第 2節 )

1-3

自然との共生に

よる農業振興

1-3- ①　農業の振興 ( 振興計画第 4章第 2節 - 施策 1)

◇農業経営の安定化や効率化を推進するため、ＪＡなどの農業関連団体等と
連携して、農地集積による経営規模の拡大や農業生産体制を強化するとと
もに、生産基盤の整備などを推進します。

◇安全・安心な農作物や付加価値を高めた特色ある農産物の生産を推進し、
農家所得の向上を目指します。

◇農産物直売所や農家自らセールスを行うなど販売力を強化し、市場や消費
者ニーズに的確に対応した機動的な経営判断を行える経営体の育成を推進
します。

◇ 6次産業化や地産地消などの取組みを通じて町全体で農業を支え応援する
仕組みをつくり、定年帰農の推進や新規就農者、チャレンジする農家、中
小規模の農家等を支援する取組みを進めます。

◇町の農業の魅力を発信するためグリーンツーリズムなどにより、都市農村
交流や共生に向けた取組みを展開します。

○山地・森林景観は、町に住む人や訪れる人に
安らぎを与え、生活の質向上に寄与していま
す。

○西天地帯を中心とした田園景観は、四季折々
の美しさで私たちの心に安らぎや豊かなふる
さとを感じさせる景観をつくり出していま
す。

○河川景観、段丘林景観は、緑豊かな自然を感
じさせるとともに、生き物たちの大切な生息
場所となっています。

□山地・森林地帯の一部には、手入れ不足など
による荒廃化した景観が見られます。

□高齢化や後継者不足による耕作放棄地が景観
を乱しています。

□一部の屋外広告物が、景観の阻害要素となっ
ていることがあります。

1-4

良好な景観を保

全する

1-4- ①　良好な景観の形成 ( 景観計画第 3章第 2項 )

◇【山地・森林地域の景観形成方針】
　森林の有する多面的機能を発揮できるよう、持続的な整備を進めるととも
に、豊かな自然を感じられる山地・森林景観を目指します。

◇【田園地域の景観形成方針】
　「伊那谷」の特徴の一つである、広々とした農地や、農地と一体となった田
園景観を守り育てます。

◇【河川の景観形成方針】
　それぞれの河川特性を活かした景観とするとともに、安全で親しみのある
空間としての整備を進めます。

◇【段丘林の景観形成方針】
　段丘林の連続性を損なわないよう、適切な管理により保全していきます。
　開発を極力ひかえ、保全に努めます。

○町内には児童公園・近隣公園・地区公園など
都市公園が約 14�52 ｈａあります。

○町の西には「ながた自然公園」、東には「萱
野高原」「箕輪ダム（もみじ湖）」などの自然
が豊かで良好な景観を有する空間があり、町
民の憩いの場となっています。

1-4- ②　やすらぎの空間づくり

◇今後も都市公園の整備や緑地、オープンスペースの確保などやすらげる空
間づくりを行い、町民が緑の中で働き、遊び、学べる快適な空間づくりを
進めます。

◇既存の公園については、木陰づくりや遊具の設置など、公園の目的に合わ
せた整備を進めます。

◇自然公園が持つ良好な景観の保全に努めます。
1-4- ③　自然環境保全地区の指定

◇自然環境の保全と開発の調和が必要となる場合、箕輪町環境保全条例第�25�
条の「自然環境保全地区」の指定をするなど必要な措置を講じます。
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現状 課題 基本施策 施策内容
○天竜川とその支流による段丘林は、緑の帯の
ように河川沿いに続き、暮らしに豊かさを与
えています。

○段丘林の一部は河岸段丘崖の保護としての保
安林や、急傾斜地として指定されています。

○河川に沿って発達する段丘林は、多様な生き
物の生息場所として大切な場所となっていま
す。

□住宅が集中する市街地周辺の段丘林は、開発
等により減少傾向にあります。

□段丘崖への太陽光発電パネルの設置は、景観
を阻害し、急傾斜地の土砂流出を招くことが
あります。

1-2

美しい河岸段丘

林を守り・育て

る

1-2- ①　河岸段丘林の保全

◇急傾斜地保護と景観保全の両面から、河岸段丘の保全と開発の抑制を図り
ます。

□生態系に影響を与えるおそれのある外来生物
( アレチウリ、アライグマ、ブラックバス等 )
が森林や河岸段丘林、河川、湖沼に数多く生
息しており、定着した外来生物を排除するこ
とは非常に困難です。

1-2- ②　在来生物の保護

◇国、県と連携し、外来生物を外部から持ち込ませないなどの対策を行います。
◇在来生物の生態系を守るため、生息環境の保全を図ります。

○竜西地区は、西の山々から続く扇状地地形と
なっており、西天竜幹線水路から東側は肥沃
な水田地帯で、水路の西側は広大な畑作地帯
となっています。

○竜東地区は、中山間地が多いため耕地面積は
比較的少ないものの、野菜や果樹栽培が盛ん
に行われています。また、天竜川の支川沿い
は水田地帯となっている場所もあります。

○農業は、広大な土地の荒廃を防ぐとともに、
雨水などを保水する洪水調整機能など、多面
的な機能を有しています。

□農業後継者不足から、一部の農地は荒廃化が
進んでいます。

□農業従事者の高齢化や自由貿易の拡大などに
より、農業経営への不安が高まっています。
こうした中、時代に対応したより強い農業経
営体が求められている一方で、中小規模の農
家が多い現状においては、町全体で農業を支
える仕組みづくりが必要です。( 振興計画第
4章第 2節 )

1-3

自然との共生に

よる農業振興

1-3- ①　農業の振興 ( 振興計画第 4章第 2節 - 施策 1)

◇農業経営の安定化や効率化を推進するため、ＪＡなどの農業関連団体等と
連携して、農地集積による経営規模の拡大や農業生産体制を強化するとと
もに、生産基盤の整備などを推進します。

◇安全・安心な農作物や付加価値を高めた特色ある農産物の生産を推進し、
農家所得の向上を目指します。

◇農産物直売所や農家自らセールスを行うなど販売力を強化し、市場や消費
者ニーズに的確に対応した機動的な経営判断を行える経営体の育成を推進
します。

◇ 6次産業化や地産地消などの取組みを通じて町全体で農業を支え応援する
仕組みをつくり、定年帰農の推進や新規就農者、チャレンジする農家、中
小規模の農家等を支援する取組みを進めます。

◇町の農業の魅力を発信するためグリーンツーリズムなどにより、都市農村
交流や共生に向けた取組みを展開します。

○山地・森林景観は、町に住む人や訪れる人に
安らぎを与え、生活の質向上に寄与していま
す。

○西天地帯を中心とした田園景観は、四季折々
の美しさで私たちの心に安らぎや豊かなふる
さとを感じさせる景観をつくり出していま
す。

○河川景観、段丘林景観は、緑豊かな自然を感
じさせるとともに、生き物たちの大切な生息
場所となっています。

□山地・森林地帯の一部には、手入れ不足など
による荒廃化した景観が見られます。

□高齢化や後継者不足による耕作放棄地が景観
を乱しています。

□一部の屋外広告物が、景観の阻害要素となっ
ていることがあります。

1-4

良好な景観を保

全する

1-4- ①　良好な景観の形成 ( 景観計画第 3章第 2項 )

◇【山地・森林地域の景観形成方針】
　森林の有する多面的機能を発揮できるよう、持続的な整備を進めるととも
に、豊かな自然を感じられる山地・森林景観を目指します。

◇【田園地域の景観形成方針】
　「伊那谷」の特徴の一つである、広々とした農地や、農地と一体となった田
園景観を守り育てます。

◇【河川の景観形成方針】
　それぞれの河川特性を活かした景観とするとともに、安全で親しみのある
空間としての整備を進めます。

◇【段丘林の景観形成方針】
　段丘林の連続性を損なわないよう、適切な管理により保全していきます。
　開発を極力ひかえ、保全に努めます。

○町内には児童公園・近隣公園・地区公園など
都市公園が約 14�52 ｈａあります。

○町の西には「ながた自然公園」、東には「萱
野高原」「箕輪ダム（もみじ湖）」などの自然
が豊かで良好な景観を有する空間があり、町
民の憩いの場となっています。

1-4- ②　やすらぎの空間づくり

◇今後も都市公園の整備や緑地、オープンスペースの確保などやすらげる空
間づくりを行い、町民が緑の中で働き、遊び、学べる快適な空間づくりを
進めます。

◇既存の公園については、木陰づくりや遊具の設置など、公園の目的に合わ
せた整備を進めます。

◇自然公園が持つ良好な景観の保全に努めます。
1-4- ③　自然環境保全地区の指定

◇自然環境の保全と開発の調和が必要となる場合、箕輪町環境保全条例第�25�
条の「自然環境保全地区」の指定をするなど必要な措置を講じます。

指標名 数値目標 備考単位 H27( 基準 ) H33( 目標 )
アレチウリ駆除活動参加人数 人 262 275 5%増
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基本方針 2　エネルギーと資源を有効活用する地域づくり
現状 課題 基本施策 施策内容

○廃棄物全体の量はごみ処理費用有料化が開始された平成 15年
度の翌年度はいったん減少したものの、その後は増加傾向と
なっています。

○可燃ごみは平成 14 年度の 3,833 ｔをピークに、平成 24 年度
には 2,520 ｔまで減少しましたが、その後微増が続き平成 27
年度の可燃ごみ収集量は 2,590 ｔです。

□ごみ処理には莫大な経費を
要するとともに、処理段階
におけるダイオキシン類な
どの有害ガスや温室効果ガ
スの発生など、環境に与え
る負荷を軽減することが必
要です。

□上伊那広域連合で計画して
いる新ごみ中間処理施設で
は、プラスチック類も助燃
材として燃やすことができ
るため、可燃ごみの量や内
容の変更に対応することが
必要です。

2-1

ごみの適正な処

理

2-1- ①　広域連携による可燃ごみの適正処理

◇効率的な可燃ごみの処理を行うため、上伊那広域連合による新ごみ中間処
理施設の設置・運営に参画し、新施設への移行に伴う分別、収集等につい
て検討を行います。

◇上伊那全市町村一体のごみ処理計画により、排出抑制を行います。
◇小型焼却炉について引き続き使用停止の啓発と撤去に努めます。

□一部の事業者において産業
廃棄物の野焼き、野積みが
行われていることがありま
す。

2-1- ②　事業系ごみの適正処理

◇事業者が排出するごみは、自らの責任において適正に処理することが原則
であることから、適正な処理の周知や現状に応じた調査・指導を行います。

◇産業廃棄物の適正処理のため、事業者への啓発を積極的に行います。
◇産業廃棄物の管理や処理にあたっては、関係法令を遵守し、安全かつ適正
に行うよう指導します。

□宴会等や家庭での食べ残し
を減らし、むだをなくすこ
とも必要です。

2-1- ③　生ごみの減量化、堆肥化

◇生ごみを可燃処分せず堆肥化を推進するため、家庭用生ごみ処理機設置に
対する補助制度を継続し、生ごみの自家処理を推進します。

◇生ごみの分別収集を拡げ、再資源化、堆肥化を行うことで可燃ごみの減量
を図ります。

◇学校、保育園等の公共施設から排出される生ごみについて、積極的な堆肥
化を図ります。

◇住民の皆さんの協力を得ながら、生ごみ処理を推進する地区の拡大を図り
ます。

○平成21年度から木下北城地区をモデル地区として
生ごみ資源化の取組みをスタートし、平成 23 年
度には八乙女地区でも開始しました。

2-1- ④　不法投棄の撲滅

◇町民や事業者と協力した不法投棄をしない、させない地域づくり、環境づ
くりについて検討し対策を行います。

◇廃棄物不法投棄監督員と協力し、不法投棄の監視と適切な対応を行い、再
発防止に努めます。

○箕輪町環境保全条例第 7条に「何人も、みだりに空き缶、タバ
コの吸いがら等を捨て、又は廃棄物を不法に投棄してはならな
い」として、不法投棄等の禁止を規定し、違反した場合は調査、
勧告や措置命令を行うことを定めています。

□林道沿いの谷間や河川敷へ
の不法投棄 ( 農機具、廃タ
イヤ、空き缶、空き瓶等、
農業用マルチ、ビニールハ
ウスの廃ビニール、自動車、
バイク、家電製品等 ) 特に
テレビ、冷蔵庫、洗濯機の
不法投棄が目立ちます。
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現状 課題 基本施策 施策内容
○廃棄物全体の量はごみ処理費用有料化が開始された平成 15年
度の翌年度はいったん減少したものの、その後は増加傾向と
なっています。

○可燃ごみは平成 14 年度の 3,833 ｔをピークに、平成 24 年度
には 2,520 ｔまで減少しましたが、その後微増が続き平成 27
年度の可燃ごみ収集量は 2,590 ｔです。

□ごみ処理には莫大な経費を
要するとともに、処理段階
におけるダイオキシン類な
どの有害ガスや温室効果ガ
スの発生など、環境に与え
る負荷を軽減することが必
要です。

□上伊那広域連合で計画して
いる新ごみ中間処理施設で
は、プラスチック類も助燃
材として燃やすことができ
るため、可燃ごみの量や内
容の変更に対応することが
必要です。

2-1

ごみの適正な処

理

2-1- ①　広域連携による可燃ごみの適正処理

◇効率的な可燃ごみの処理を行うため、上伊那広域連合による新ごみ中間処
理施設の設置・運営に参画し、新施設への移行に伴う分別、収集等につい
て検討を行います。

◇上伊那全市町村一体のごみ処理計画により、排出抑制を行います。
◇小型焼却炉について引き続き使用停止の啓発と撤去に努めます。

□一部の事業者において産業
廃棄物の野焼き、野積みが
行われていることがありま
す。

2-1- ②　事業系ごみの適正処理

◇事業者が排出するごみは、自らの責任において適正に処理することが原則
であることから、適正な処理の周知や現状に応じた調査・指導を行います。

◇産業廃棄物の適正処理のため、事業者への啓発を積極的に行います。
◇産業廃棄物の管理や処理にあたっては、関係法令を遵守し、安全かつ適正
に行うよう指導します。

□宴会等や家庭での食べ残し
を減らし、むだをなくすこ
とも必要です。

2-1- ③　生ごみの減量化、堆肥化

◇生ごみを可燃処分せず堆肥化を推進するため、家庭用生ごみ処理機設置に
対する補助制度を継続し、生ごみの自家処理を推進します。

◇生ごみの分別収集を拡げ、再資源化、堆肥化を行うことで可燃ごみの減量
を図ります。

◇学校、保育園等の公共施設から排出される生ごみについて、積極的な堆肥
化を図ります。

◇住民の皆さんの協力を得ながら、生ごみ処理を推進する地区の拡大を図り
ます。

○平成21年度から木下北城地区をモデル地区として
生ごみ資源化の取組みをスタートし、平成 23 年
度には八乙女地区でも開始しました。

2-1- ④　不法投棄の撲滅

◇町民や事業者と協力した不法投棄をしない、させない地域づくり、環境づ
くりについて検討し対策を行います。

◇廃棄物不法投棄監督員と協力し、不法投棄の監視と適切な対応を行い、再
発防止に努めます。

○箕輪町環境保全条例第 7条に「何人も、みだりに空き缶、タバ
コの吸いがら等を捨て、又は廃棄物を不法に投棄してはならな
い」として、不法投棄等の禁止を規定し、違反した場合は調査、
勧告や措置命令を行うことを定めています。

□林道沿いの谷間や河川敷へ
の不法投棄 ( 農機具、廃タ
イヤ、空き缶、空き瓶等、
農業用マルチ、ビニールハ
ウスの廃ビニール、自動車、
バイク、家電製品等 ) 特に
テレビ、冷蔵庫、洗濯機の
不法投棄が目立ちます。

［環境保全条例施行規則第 3条 (1) 循環型生活環境の確保］

指標名 数値目標 備考単位 H27( 基準 ) H33( 目標 )
可燃ごみ排出量 ｔ 2,590 2,538 2�0% 削減

指標名 数値目標 備考単位 H27( 基準 ) H33( 目標 )
家庭系ごみ 1人 1日当たり
排出量

g/ 人日 536 525 2�0% 削減

生ごみ排出量 ( 燃やせるご
みの減量 )

ｔ 137 164 1地区拡大により20%増
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現状 課題 基本施策 施策内容
○利便性を求めて使い捨て容器入り食料・飲料
などが多数販売され、この容器包装物が廃棄
物として出されています。

○資源プラスチック、アルミ缶、スチール缶、
ビン、ペットボトル、古紙、衣類、廃食用油
の分別回収を行っています。

○雑紙を燃やせるごみから資源として分別収集
の推進を行っています。

○不燃ごみ処理施設「クリーンセンター八乙
女」を管理運営する伊北環境行政組合は、平
成 29 年 3月に解散し、上伊那広域連合に移
管され、これに伴って上伊那地域の不燃ごみ
最終処分場は「クリーンセンター八乙女」に
一本化されました。

○一般廃棄物については、ごみ減量化を呼びか
けるとともに、分別収集を周知して再資源と
しての活用を図っています。

○町の平成 27年の一般廃棄物排出量は、4,135
ｔ ( 可燃、不燃、資源プラスチック、古紙・衣類、
缶・ビン・PET、生ごみ ) です。

□ごみの分別化が十分徹底されていません。
□一般廃棄物のうち、資源プラスチックは増加
傾向、可燃ごみ、不燃ごみ、缶・ビン・PET
の排出量は横ばいの傾向、古紙・衣類は減
少傾向となっており、生ごみの排出量も平成
27年度は対前年度比で 6％減少しています。

2-2

循環型社会の構

築

2-2- ①　分別の徹底

◇効果的なごみ減量化と再資源化のために分別収集方法を確立します。
◇社会生活の多様化に対応するため、常設型ごみ収集施設の設置など、あら
たな収集方法を検討します。

2-2- ②　『資源と人の循環づくり』緑のエネルギー活用チャレンジ ( 振興計画

みのチャレ 13)

◇自然エネルギーの利用や、廃棄物の再資源化などの環境事業を、経済の活
性化、雇用の創出につなげるための調査研究を行い、研究結果に基づく事
業を実施します。

・調査研究
・実施事業 ( カーボンオフセット、小水力発電の普及援助、生ごみ堆肥・
BDF( バイオディーゼル ) 販売・水素エネルギーの普及拡大など )

・効果促進 ( 講演会・商談会・普及イベント )
・箕輪町自然エネルギービジョン改訂　など
2-2- ③　リサイクルの推進

◇ごみ・し尿などの廃棄物処理において、快適で効率的な処理システムを維
持していくとともに、町民への啓発、企業との協力等を通して、ごみの減
量化、再利用、リサイクルを進めていきます。(振興計画第1章第3節施策1)

◇再生紙等リサイクル製品の使用を町民に呼びかけるとともに、町でも率先
して使用します。

◇各区に設置されている衛生部を育成・援助し、地域が一体となったごみ減
量化と再資源化を推進します。

◇上伊那広域連合の「ごみ処理費用の有料制度」の適正な運用を行います。

○自然エネルギーの有効利用については、平成
17年に『箕輪町地域新エネルギービジョン』
策定により順次進めています。

○役場庁舎や町内の全小中学校、公共施設への
太陽光発電施設設置を行っています。

□自然エネルギーには太陽光、風力、水力、地熱、
バイオマスなど様々な資源がある中から町の
地勢や特性を活かした活用を進めることが必
要です。

2-2- ④　自然エネルギーへの転換

◇地球温暖化の抑制や、エネルギー転換のため、地域の特性を活かした自然
エネルギーの導入、普及を進め、環境負荷の少ない循環型社会の構築を進
めていきます。( 振興計画第 1章第 3節施策 1)

◇箕輪町自然エネルギービジョンの改訂を行い、実践に結び付けます。
○輸入した食料品の輸
送に伴う CO2 排出量
は、国内における輸
送量の 1�87 倍です。
( 農林水産省 : フー
ドマイレージについ
て )

□わが国の食糧輸入に
伴う CO2 排出量は、
一人当り 130kg/ 年
に及んでいます。こ
れは夏の冷房温度を
1℃下げる効果の 12
年分に相当します。
( 環境省：「チームマ
イナス 6％」2007)

2-3

地産地消の推進

2-3- ①　『みのわマネーサイクル』地域内資金循環チャレンジ ( 振興計画みの

チャレ 5)

◇箕輪町内を中心に、地域内での生産・流通・消費 ( サービス等を含む ) の流
れをつくり、これまで地域外に流出していたお金が地域内で回る仕組みづ
くりを進めます。

〇里山は、伝統的な農
村の暮らしを支えて
きた親しみやすい自
然環境です。

○資源循環の場として
の里山機能が見直さ
れています。

□かつては重宝された
里山の身近な資源と
しての価値が薄れる
ことなどから放置さ
れた里山が目立ちま
す。

2-3- ②　里山の整備

◇荒廃の進む里山について、地域の特性に合わせた整備を推進します。

出典）温室効果ガスインベントリオフィス
全国地球温暖化防止活動推進センター
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現状 課題 基本施策 施策内容
○利便性を求めて使い捨て容器入り食料・飲料
などが多数販売され、この容器包装物が廃棄
物として出されています。

○資源プラスチック、アルミ缶、スチール缶、
ビン、ペットボトル、古紙、衣類、廃食用油
の分別回収を行っています。

○雑紙を燃やせるごみから資源として分別収集
の推進を行っています。

○不燃ごみ処理施設「クリーンセンター八乙
女」を管理運営する伊北環境行政組合は、平
成 29 年 3月に解散し、上伊那広域連合に移
管され、これに伴って上伊那地域の不燃ごみ
最終処分場は「クリーンセンター八乙女」に
一本化されました。

○一般廃棄物については、ごみ減量化を呼びか
けるとともに、分別収集を周知して再資源と
しての活用を図っています。

○町の平成 27年の一般廃棄物排出量は、4,135
ｔ ( 可燃、不燃、資源プラスチック、古紙・衣類、
缶・ビン・PET、生ごみ ) です。

□ごみの分別化が十分徹底されていません。
□一般廃棄物のうち、資源プラスチックは増加
傾向、可燃ごみ、不燃ごみ、缶・ビン・PET
の排出量は横ばいの傾向、古紙・衣類は減
少傾向となっており、生ごみの排出量も平成
27年度は対前年度比で 6％減少しています。

2-2

循環型社会の構

築

2-2- ①　分別の徹底

◇効果的なごみ減量化と再資源化のために分別収集方法を確立します。
◇社会生活の多様化に対応するため、常設型ごみ収集施設の設置など、あら
たな収集方法を検討します。

2-2- ②　『資源と人の循環づくり』緑のエネルギー活用チャレンジ ( 振興計画

みのチャレ 13)

◇自然エネルギーの利用や、廃棄物の再資源化などの環境事業を、経済の活
性化、雇用の創出につなげるための調査研究を行い、研究結果に基づく事
業を実施します。

・調査研究
・実施事業 ( カーボンオフセット、小水力発電の普及援助、生ごみ堆肥・
BDF( バイオディーゼル ) 販売・水素エネルギーの普及拡大など )

・効果促進 ( 講演会・商談会・普及イベント )
・箕輪町自然エネルギービジョン改訂　など
2-2- ③　リサイクルの推進

◇ごみ・し尿などの廃棄物処理において、快適で効率的な処理システムを維
持していくとともに、町民への啓発、企業との協力等を通して、ごみの減
量化、再利用、リサイクルを進めていきます。(振興計画第1章第3節施策1)

◇再生紙等リサイクル製品の使用を町民に呼びかけるとともに、町でも率先
して使用します。

◇各区に設置されている衛生部を育成・援助し、地域が一体となったごみ減
量化と再資源化を推進します。

◇上伊那広域連合の「ごみ処理費用の有料制度」の適正な運用を行います。

○自然エネルギーの有効利用については、平成
17年に『箕輪町地域新エネルギービジョン』
策定により順次進めています。

○役場庁舎や町内の全小中学校、公共施設への
太陽光発電施設設置を行っています。

□自然エネルギーには太陽光、風力、水力、地熱、
バイオマスなど様々な資源がある中から町の
地勢や特性を活かした活用を進めることが必
要です。

2-2- ④　自然エネルギーへの転換

◇地球温暖化の抑制や、エネルギー転換のため、地域の特性を活かした自然
エネルギーの導入、普及を進め、環境負荷の少ない循環型社会の構築を進
めていきます。( 振興計画第 1章第 3節施策 1)

◇箕輪町自然エネルギービジョンの改訂を行い、実践に結び付けます。
○輸入した食料品の輸
送に伴う CO2 排出量
は、国内における輸
送量の 1�87 倍です。
( 農林水産省 : フー
ドマイレージについ
て )

□わが国の食糧輸入に
伴う CO2 排出量は、
一人当り 130kg/ 年
に及んでいます。こ
れは夏の冷房温度を
1℃下げる効果の 12
年分に相当します。
( 環境省：「チームマ
イナス 6％」2007)

2-3

地産地消の推進

2-3- ①　『みのわマネーサイクル』地域内資金循環チャレンジ ( 振興計画みの

チャレ 5)

◇箕輪町内を中心に、地域内での生産・流通・消費 ( サービス等を含む ) の流
れをつくり、これまで地域外に流出していたお金が地域内で回る仕組みづ
くりを進めます。

〇里山は、伝統的な農
村の暮らしを支えて
きた親しみやすい自
然環境です。

○資源循環の場として
の里山機能が見直さ
れています。

□かつては重宝された
里山の身近な資源と
しての価値が薄れる
ことなどから放置さ
れた里山が目立ちま
す。

2-3- ②　里山の整備

◇荒廃の進む里山について、地域の特性に合わせた整備を推進します。

指標名 数値目標 備考単位 H27( 基準 ) H33( 目標 )
廃食用油、生ごみ、資源ご
み、剪定枝収集 ｔ 654 784 みのわチャレンジ「緑の

エネルギー活用」
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基本方針 3　安全・安心、快適で暮らしやすい地域づくり

現状 課題 基本施策 施策内容
○気候変動枠組条約締約国会議 (COP) で、平成
27年 12 月に、産業革命前からの世界の平均
気温上昇を 2℃より低く保つ事などを目標と
した「パリ協定」が採択されました。

○わが国の 2030 年度 (H42 年度 ) の中期削減
目標は、「国内の排出削減・吸収量の確保に
より、温室効果ガス排出量を 2030 年度（平
成 42 年度）に 2013 年度（平成 25 年度）
比マイナス 26�0％（2005 年度（平成 17年度）
比マイナス 25�4％）の水準にすること」を目
標としています。

□気候変動に関する政府間パネル (ICPP) の厳
しいシナリオでは、21 世紀末の世界平均地
上気温は、Ｓ 61 ～Ｈ 17 における平均気温
から 2�6 ～ 4�8℃上昇すると予測されており、
海水温の上昇と酸性化が続き、世界の平均海
面水位は上昇し続けると予測されています。
(H28 環境白書 )

□自動車依存型の生活様式や産業活動の活発化
に伴う石油類等化石燃料の使用量増大によっ
て CO2 などの温室効果ガス排出量が増加して
います。

3-1

地球温暖化の防

止

3-1- ①　地球温暖化防止実行計画 ( 事務事業編 ) の実践
◇「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、公共施設の省エネルギー、
省資源、廃棄物の減量化などに関する取組みを推進し、温室効果ガス排出
量を削減するための『地球温暖化防止実行計画』を実践します。

○工場からの排水、一般家庭からの雑排水など
による河川、地下水等の汚染は法規制や企業
の改善努力、家庭の公共下水道・農業集落排
水への接続、合併浄化槽設置などによって抑
制されてきています。

○町では、河川水 13 箇所、地下水 8箇所、湧
水 3か所の水質調査を毎年実施しています。

○天竜川に沿って開ける地域は、商工業等の産
業が集中する地域であるとともに、天竜川が
もたらす肥沃な耕土に恵まれた生産性の高い
農業地でもあります。この地域では豊富な地
下水を利用した工業生産活動が活発に行われ
ています。

□河川水はおおむね良好で安定した状態です
が、下流になるほど水質が低下する傾向と
なっており、目に見えて改善しているとは言
えません。特に深沢川、帯無川、中央都市下
水路、坂井排水路の流末部では大腸菌群が基
準値の 1�6 倍から 2�8 倍検出されており、今
後も観察が必要です。

□深沢川南上流部を除くすべての調査地点で全
窒素の値が基準値を超え、また全リンの値も
高く富栄養化が進んでいます。

3-2

環境汚染の防止

( 次項に続く )

3-2- ①　河川等の汚濁防止

◇家庭雑排水の処理について、引続き指導を行います。
◇天竜川の水質改善については、国土交通者や県、諏訪湖周辺市町村、流域
市町村と連携した浄化活動を進めます。

○町の西部、東部の山裾の集落で
は、現在も湧水を飲料水、生活
用水として活用しています。

○河岸段丘崖下の湧水は、扇状地
上に広がる広大な農地の浸透水
を集めるため、硝酸態窒素、亜
硝酸態窒素等の窒素系物質の多
いのが特徴です。

○河岸段丘崖下の湧水は、古くか
ら松島・木下地区の生活用水と
して活用されています。

□湧水は、水道法に基づく省略項検査項目 ( 一
般細菌、大腸菌群、硝酸性窒素及び亜硝酸性
窒素、塩素イオン、有機物等 ( 過マンガン酸
カリウム消費量 )、ｐＨ、臭気、味、色度、濁度 )
の調査を行っていますが、箕輪進修高校下で
大腸菌群が検出されています。

□山裾の湧水は水質が良好で安定しています
が、森林の保水能力の低下などから湧水量の
減少が見られます。

□森林への廃棄物の不法投棄等による湧水の水
質悪化に注意が必要です。

3-2- ②　湧水の汚染防止

◇水源かん養地帯である森林部への不法投棄をなくし、安定した湧水の確保
を図ります。

◇生活排水等の流入を防ぎ、良好な水質を保つため、下水道等の一層の普及
を図ります。

1-1- ④　林業の振興 ( 振興計画第 4章第 2節 - 施策 2)( 再掲 )

2-1- ⑤　不法投棄の撲滅 ( 再掲 )

○昭和 56 年に「地下水保全条例」
を制定し、地下水の保護に努め
ています。

○深井戸についてはおおむね良好
な水質が維持されています。

□工業生産活動で広く利用されているトリクロ
ロエチレンやテトラクロロエチレン、1�1�1-
トリクロロエタンなどの有機塩素系溶剤の地
下水浸透に留意する必要があります。

□地下水は上記の3物質の調査を実施しており、
一時期に比べて低位水準で推移し、いずれも
基準値内にありますが、今後も観測が必要で
す。

□河岸段丘崖下に集中している浅井戸の一部で
は水質の悪化が見られます。

3-2- ③　地下水の汚染防止

◇今後も地下水の水質について、関係機関や地域と連携した取組みを行いな
がら、水質の実態を把握します。
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現状 課題 基本施策 施策内容
○気候変動枠組条約締約国会議 (COP) で、平成
27年 12 月に、産業革命前からの世界の平均
気温上昇を 2℃より低く保つ事などを目標と
した「パリ協定」が採択されました。

○わが国の 2030 年度 (H42 年度 ) の中期削減
目標は、「国内の排出削減・吸収量の確保に
より、温室効果ガス排出量を 2030 年度（平
成 42 年度）に 2013 年度（平成 25 年度）
比マイナス 26�0％（2005 年度（平成 17年度）
比マイナス 25�4％）の水準にすること」を目
標としています。

□気候変動に関する政府間パネル (ICPP) の厳
しいシナリオでは、21 世紀末の世界平均地
上気温は、Ｓ 61 ～Ｈ 17 における平均気温
から 2�6 ～ 4�8℃上昇すると予測されており、
海水温の上昇と酸性化が続き、世界の平均海
面水位は上昇し続けると予測されています。
(H28 環境白書 )

□自動車依存型の生活様式や産業活動の活発化
に伴う石油類等化石燃料の使用量増大によっ
て CO2 などの温室効果ガス排出量が増加して
います。

3-1

地球温暖化の防

止

3-1- ①　地球温暖化防止実行計画 ( 事務事業編 ) の実践
◇「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、公共施設の省エネルギー、
省資源、廃棄物の減量化などに関する取組みを推進し、温室効果ガス排出
量を削減するための『地球温暖化防止実行計画』を実践します。

○工場からの排水、一般家庭からの雑排水など
による河川、地下水等の汚染は法規制や企業
の改善努力、家庭の公共下水道・農業集落排
水への接続、合併浄化槽設置などによって抑
制されてきています。

○町では、河川水 13 箇所、地下水 8箇所、湧
水 3か所の水質調査を毎年実施しています。

○天竜川に沿って開ける地域は、商工業等の産
業が集中する地域であるとともに、天竜川が
もたらす肥沃な耕土に恵まれた生産性の高い
農業地でもあります。この地域では豊富な地
下水を利用した工業生産活動が活発に行われ
ています。

□河川水はおおむね良好で安定した状態です
が、下流になるほど水質が低下する傾向と
なっており、目に見えて改善しているとは言
えません。特に深沢川、帯無川、中央都市下
水路、坂井排水路の流末部では大腸菌群が基
準値の 1�6 倍から 2�8 倍検出されており、今
後も観察が必要です。

□深沢川南上流部を除くすべての調査地点で全
窒素の値が基準値を超え、また全リンの値も
高く富栄養化が進んでいます。

3-2

環境汚染の防止

( 次項に続く )

3-2- ①　河川等の汚濁防止

◇家庭雑排水の処理について、引続き指導を行います。
◇天竜川の水質改善については、国土交通者や県、諏訪湖周辺市町村、流域
市町村と連携した浄化活動を進めます。

○町の西部、東部の山裾の集落で
は、現在も湧水を飲料水、生活
用水として活用しています。

○河岸段丘崖下の湧水は、扇状地
上に広がる広大な農地の浸透水
を集めるため、硝酸態窒素、亜
硝酸態窒素等の窒素系物質の多
いのが特徴です。

○河岸段丘崖下の湧水は、古くか
ら松島・木下地区の生活用水と
して活用されています。

□湧水は、水道法に基づく省略項検査項目 ( 一
般細菌、大腸菌群、硝酸性窒素及び亜硝酸性
窒素、塩素イオン、有機物等 ( 過マンガン酸
カリウム消費量 )、ｐＨ、臭気、味、色度、濁度 )
の調査を行っていますが、箕輪進修高校下で
大腸菌群が検出されています。

□山裾の湧水は水質が良好で安定しています
が、森林の保水能力の低下などから湧水量の
減少が見られます。

□森林への廃棄物の不法投棄等による湧水の水
質悪化に注意が必要です。

3-2- ②　湧水の汚染防止

◇水源かん養地帯である森林部への不法投棄をなくし、安定した湧水の確保
を図ります。

◇生活排水等の流入を防ぎ、良好な水質を保つため、下水道等の一層の普及
を図ります。

1-1- ④　林業の振興 ( 振興計画第 4章第 2節 - 施策 2)( 再掲 )

2-1- ⑤　不法投棄の撲滅 ( 再掲 )

○昭和 56 年に「地下水保全条例」
を制定し、地下水の保護に努め
ています。

○深井戸についてはおおむね良好
な水質が維持されています。

□工業生産活動で広く利用されているトリクロ
ロエチレンやテトラクロロエチレン、1�1�1-
トリクロロエタンなどの有機塩素系溶剤の地
下水浸透に留意する必要があります。

□地下水は上記の3物質の調査を実施しており、
一時期に比べて低位水準で推移し、いずれも
基準値内にありますが、今後も観測が必要で
す。

□河岸段丘崖下に集中している浅井戸の一部で
は水質の悪化が見られます。

3-2- ③　地下水の汚染防止

◇今後も地下水の水質について、関係機関や地域と連携した取組みを行いな
がら、水質の実態を把握します。

指標名 数値目標 備考単位 H27( 基準 ) H33( 目標 )

公共施設二酸化炭素排出量 kg-CO2 199,819 181,476
H42 に H25 比
26%(1�53%/ 年 ) 削減
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現状 課題 基本施策 施策内容
○町民や事業者の環境意識の向上や、様々な努
力、技術の進歩などにより、大気を汚染する
可能性の高い物質の排出は抑制されてきてい
ます。

□自動車や工場などからは二酸化炭素、二酸化
窒素などの大気汚染の要因物質や、地球温暖
化を進行させる温室効果ガスが排出されてい
ます。

□大陸から飛来するＰＭ 2�5 など、町だけでは
対応できない要因があります。

3-2

環境汚染の防止

( 前項から続き )

3-2- ④　大気汚染の防止

◇工業活動からの温室効果ガス等の排出抑制を促します。
◇電気自動車など低公害車の普及や、公共交通機関の利用促進、ノーマイカー
デーの普及等による化石燃料の使用削減により、自動車からの排出ガス低
減を町全体で進めます。

◇温室効果ガス使用機器の回収を徹底するため、家庭用冷蔵庫・エアコン等
は「家電リサイクル法」、カーエアコンは「自動車リサイクル法」、業務用
冷凍空調機器は「フロン回収・破壊法」を遵守するよう啓発に努めます。

◇大気汚染を防止するため、野焼き禁止の普及啓発による徹底を図ります。
◇箕輪町環境放射能調査実施要領に基づく、放射性物質の空間放射線量測定
を行い、数値の変化に注意しながら、町民の安全・安心を図るよう努めます。

3-1- ①　地球温暖化防止実行計画 ( 事務事業編 ) の実践 ( 再掲 )
○騒音や臭気、土壌汚染等の公害に対する苦情
や情報等は減少傾向にあります。

□公害等に対する苦情や情報提供には、重大な
環境被害に通じる要因が隠れていることがあ
りますので、適切な対応が求められます。

□家畜飼育農家から排出される糞尿は、徹底管
理のもと完熟たい肥として土壌還元すること
が理想です。

3-2- ⑤　騒音や臭気、土壌汚染等の防止

◇騒音や悪臭、振動被害の防止のため、被害等の発生や苦情に対して速やか
な調査・対応に努めます。

◇家畜飼育農家から排出される糞尿は、循環型農業を推進するためにも豊か
な土づくりのための資源として捉え、『箕輪町畜産環境整備事業』により畜
産農家ごとに堆肥化処理を行います。

◇冬期の道路凍結防止に必要な融雪剤については、塩害を防止する観点から、
マグネシウムを含有する薬剤への切り替えや、スタッドレスタイヤへの早
期装着の呼びかけなど、極力必要最小限の使用とします。

○環境省では、平成 22 年 7 月に「化学物質
の内分泌かく乱作用に関する今後の対応－
EXTEND2010 －」をまとめ、化学物質が環
境を経由して人の健康や生態系に及ぼす影響
を防止する観点から、引き続き生態系への影
響について優先的に取り組み、試験評価手法
の確立と評価の実施を重点的に進めるととも
に、関係省庁における役割分担を踏まえなが
ら環境中の化学物質が人の健康に及ぼすリス
クについても視野に入れて検討を進めること
としています。

□化学物質の内分泌かく乱作用については、こ
れまでに多くの調査研究や試験法開発が進め
られてきましたが、その影響についてなお未
解明な部分も多く、引続き対応を進めること
が必要です。

3-2- ⑥　外因性内分泌かく乱化学物質 ( 環境ホルモン ) 等への対応

◇国や県の行う調査に協力しながら、的確な情報を町民に伝えます。
◇学校・保育園等の公共施設では、安全が確保された材料を利用することを
原則とします。

◇食用作物等への農薬使用については、食品衛生法を遵守し、食の安全を確
保するよう取組みます。( ポジティブリスト制度の順守 )

※ポジティブリスト制度：原則としてすべての農薬等について、残留基準 ( 一
律基準を含む ) を設定し、基準を超えて食品中に残留する場合、その食品の
販売等の禁止を行う制度

地点名 ph BOD SS 大腸菌群 全リン 全窒素 鉛 トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1-1-1.トリクロロエタン

天竜川上流　東西橋下 8.4 3.3 4 3100 0.093 1.4 -
天竜川下流　町村境 7.9 2.9 2 1400 0.076 1.6 -
桑沢川　流末 7.8 4.7 7 2000 0.055 2.2 -
沢川　市ノ坪橋付近 7.2 0.8 <1 2800 0.016 0.61 -
深沢川　流末 7.6 2.1 4 8000 0.037 2.4 -
深沢川　中流 7.6 0.8 1 2400 0.022 0.73 -
帯無川　流末 7.6 4.3 5 9400 0.067 1.9 -
中央都市下水路　流末 7.8 1.4 <1 14000 0.043 2.7 - <0.001 <0.0005 <0.0005
坂井排水路　流末 7.5 1.6 <1 9400 0.057 2.7 - <0.001 <0.0005 <0.0005
中条排水路　流末 8.8 2.9 <1 <2 0.067 1.3 - <0.001 <0.0005 <0.0005
木下都市下水路　流末 7.2 2.0 5 2700 0.060 3.4 - <0.001 <0.0005 <0.0005
深沢川　南上流 7.6 0.7 3 300 0.016 0.31 <0.005
飯田ボイラー横 7.1 0.8 3 2800 0.020 2.8 -
天竜川環境基準値(河川B類型) 6.5～8.5 3以下 25以下 5000以下 - - - - - -

河川環境基準値 - - - - - - 0.01以下 0.01以下 0.01以下 1以下
諏訪湖環境基準値(湖沼Ⅳ類型) - - - - 0.05以下 0.6以下 - - - -
単位 - mg/ℓ mg/ℓ MPN/100mℓ mg/ℓ mg/ℓ mg/ℓ mg/ℓ mg/ℓ mg/ℓ

平成２８年度の河川水質調査結果 ( 着色部は基準値超過を示す )
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現状 課題 基本施策 施策内容
○町民や事業者の環境意識の向上や、様々な努
力、技術の進歩などにより、大気を汚染する
可能性の高い物質の排出は抑制されてきてい
ます。

□自動車や工場などからは二酸化炭素、二酸化
窒素などの大気汚染の要因物質や、地球温暖
化を進行させる温室効果ガスが排出されてい
ます。

□大陸から飛来するＰＭ 2�5 など、町だけでは
対応できない要因があります。

3-2

環境汚染の防止

( 前項から続き )

3-2- ④　大気汚染の防止

◇工業活動からの温室効果ガス等の排出抑制を促します。
◇電気自動車など低公害車の普及や、公共交通機関の利用促進、ノーマイカー
デーの普及等による化石燃料の使用削減により、自動車からの排出ガス低
減を町全体で進めます。

◇温室効果ガス使用機器の回収を徹底するため、家庭用冷蔵庫・エアコン等
は「家電リサイクル法」、カーエアコンは「自動車リサイクル法」、業務用
冷凍空調機器は「フロン回収・破壊法」を遵守するよう啓発に努めます。

◇大気汚染を防止するため、野焼き禁止の普及啓発による徹底を図ります。
◇箕輪町環境放射能調査実施要領に基づく、放射性物質の空間放射線量測定
を行い、数値の変化に注意しながら、町民の安全・安心を図るよう努めます。

3-1- ①　地球温暖化防止実行計画 ( 事務事業編 ) の実践 ( 再掲 )
○騒音や臭気、土壌汚染等の公害に対する苦情
や情報等は減少傾向にあります。

□公害等に対する苦情や情報提供には、重大な
環境被害に通じる要因が隠れていることがあ
りますので、適切な対応が求められます。

□家畜飼育農家から排出される糞尿は、徹底管
理のもと完熟たい肥として土壌還元すること
が理想です。

3-2- ⑤　騒音や臭気、土壌汚染等の防止

◇騒音や悪臭、振動被害の防止のため、被害等の発生や苦情に対して速やか
な調査・対応に努めます。

◇家畜飼育農家から排出される糞尿は、循環型農業を推進するためにも豊か
な土づくりのための資源として捉え、『箕輪町畜産環境整備事業』により畜
産農家ごとに堆肥化処理を行います。

◇冬期の道路凍結防止に必要な融雪剤については、塩害を防止する観点から、
マグネシウムを含有する薬剤への切り替えや、スタッドレスタイヤへの早
期装着の呼びかけなど、極力必要最小限の使用とします。

○環境省では、平成 22 年 7 月に「化学物質
の内分泌かく乱作用に関する今後の対応－
EXTEND2010 －」をまとめ、化学物質が環
境を経由して人の健康や生態系に及ぼす影響
を防止する観点から、引き続き生態系への影
響について優先的に取り組み、試験評価手法
の確立と評価の実施を重点的に進めるととも
に、関係省庁における役割分担を踏まえなが
ら環境中の化学物質が人の健康に及ぼすリス
クについても視野に入れて検討を進めること
としています。

□化学物質の内分泌かく乱作用については、こ
れまでに多くの調査研究や試験法開発が進め
られてきましたが、その影響についてなお未
解明な部分も多く、引続き対応を進めること
が必要です。

3-2- ⑥　外因性内分泌かく乱化学物質 ( 環境ホルモン ) 等への対応

◇国や県の行う調査に協力しながら、的確な情報を町民に伝えます。
◇学校・保育園等の公共施設では、安全が確保された材料を利用することを
原則とします。

◇食用作物等への農薬使用については、食品衛生法を遵守し、食の安全を確
保するよう取組みます。( ポジティブリスト制度の順守 )

※ポジティブリスト制度：原則としてすべての農薬等について、残留基準 ( 一
律基準を含む ) を設定し、基準を超えて食品中に残留する場合、その食品の
販売等の禁止を行う制度

沢団地西 中学校下 高校下
pH 6.4 6.2 6.3 5.8～8.6
大腸菌 不検出 不検出 検出 検出されないこと
一般細菌 25 7 14 100以下 個/mℓ
全有機炭素(TOC) <0.3 <0.3 <0.3 3以下 mg/ℓ
塩化物イオン 20 13 17 200以下 mg/ℓ
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 3.8 3.1 6.7 10以下 mg/ℓ
アンモニア性窒素 不検出 不検出 不検出 (基準なし) mg/ℓ
臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常でないこと
濁度 <0.1 <0.1 <0.1 2以下 度
色度 <1 <1 <1 5以下 度
味 異常なし 異常なし 異常なし 異常でないこと

調査項目
地点名

水道法水質基準値 単位

平成２８年度の湧水水質調査結果 ( 着色部は基準値超過を示す )
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現状 課題 基本施策 施策内容
○平成 25 年度の町の汚水処理人口普及率は
99�3％で、町内のほぼ全体を網羅しており、
快適生活率も 78�5％と高い水準を維持してい
ます。

※汚水処理人口普及率＝ ( 処理区域内人口 +個
別処理区域人口 ) ／行政人口 (％ )

※快適生活率＝ ( 下水道への接続人口 +浄化槽
設置人口 ) ／行政人口 (％ )

□生活排水の地下水等への浸透を防ぐために
は、下水道への接続が必要です。

□上下水道事業については、将来にわたって安
定的な事業継続のため、中長期的な視点に
立った経営を行う必要があります。

3-3

快適な生活環境

の整備

3-3- ①　安心して使える上下水道の供給 ( 振興計画第 5章第 2節施策 2)

◇経営の基本計画である経営戦略を策定し、投資と財源の均衡を図り経営指
標に留意しつつ健全化を図ります。

◇使用量の適正化に取組むとともに使用料収入の確保及び施設の利用効率改
善のため、上水道の有収水量増加、下水道の接続推進等に努め、健全経営
を目指します。

◇各事業では、人口減少や将来の需要予測等も踏まえ、整備区域の適切な見
直しに取り組み、既存施設の更新にあたっては、施設・設備の長寿命化・
統廃合を検討します。

◇雨水幹線かん渠については、町の財政状況を踏まえ、従前の雨水排水計画
の見直しを行い、浸水対策の充実を図ります。

3-3- ②　下水道等の推進

◇公共水域の保全と快適生活環境の向上のために、公共下水道事業を推進し、
公共下水道・農業集落排水供用開始区域内の接続を積極的に図ります。

◇公共下水道・農業集落排水処理区域以外については、合併浄化槽の設置を
働きかけ、排水完全処理を推進します。

○都市基盤整備は、都市計画や住民要望に基づ
き、道路、橋りょうなどの整備を計画的に進
めています。

○国道 153 号バイパスにはケヤキやハナミズ
キ、ツツジ、アベリアなどの花木が植えられ、
四季の変化が感じられる道路整備が進められ
ています。

○町道 6号線沿いなど、水と緑を配置したゆと
りある歩行空間の形成を進めています。

□住宅地の拡散、自動車社会の進展と交通安全
に対する意識の向上等による住民ニーズの多
様化、高度化が進んでおり、住民満足度の高
い整備が求められています。

□河川改修は計画的に進められていますが、町
管理の中小河川については未整備の個所も
残っています。

3-3- ③　道路と河川の整備推進

◇幹線道路を中心に、景観に配慮したゆとりある道路整備を進めます。
◇河川は、水辺の植物や水生生物への影響を考慮しつつ、増水による護岸崩
壊などが発生しない全体計画と河川構造の見直しによる改修を進め、うる
おいのある水辺空間づくりに努めます。

◇振興計画第 5章第 2節施策 3国道、県道、1級河川、砂防関係施設の整備
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現状 課題 基本施策 施策内容
○平成 25 年度の町の汚水処理人口普及率は
99�3％で、町内のほぼ全体を網羅しており、
快適生活率も 78�5％と高い水準を維持してい
ます。

※汚水処理人口普及率＝ ( 処理区域内人口 +個
別処理区域人口 ) ／行政人口 (％ )

※快適生活率＝ ( 下水道への接続人口 +浄化槽
設置人口 ) ／行政人口 (％ )

□生活排水の地下水等への浸透を防ぐために
は、下水道への接続が必要です。

□上下水道事業については、将来にわたって安
定的な事業継続のため、中長期的な視点に
立った経営を行う必要があります。

3-3

快適な生活環境

の整備

3-3- ①　安心して使える上下水道の供給 ( 振興計画第 5章第 2節施策 2)

◇経営の基本計画である経営戦略を策定し、投資と財源の均衡を図り経営指
標に留意しつつ健全化を図ります。

◇使用量の適正化に取組むとともに使用料収入の確保及び施設の利用効率改
善のため、上水道の有収水量増加、下水道の接続推進等に努め、健全経営
を目指します。

◇各事業では、人口減少や将来の需要予測等も踏まえ、整備区域の適切な見
直しに取り組み、既存施設の更新にあたっては、施設・設備の長寿命化・
統廃合を検討します。

◇雨水幹線かん渠については、町の財政状況を踏まえ、従前の雨水排水計画
の見直しを行い、浸水対策の充実を図ります。

3-3- ②　下水道等の推進

◇公共水域の保全と快適生活環境の向上のために、公共下水道事業を推進し、
公共下水道・農業集落排水供用開始区域内の接続を積極的に図ります。

◇公共下水道・農業集落排水処理区域以外については、合併浄化槽の設置を
働きかけ、排水完全処理を推進します。

○都市基盤整備は、都市計画や住民要望に基づ
き、道路、橋りょうなどの整備を計画的に進
めています。

○国道 153 号バイパスにはケヤキやハナミズ
キ、ツツジ、アベリアなどの花木が植えられ、
四季の変化が感じられる道路整備が進められ
ています。

○町道 6号線沿いなど、水と緑を配置したゆと
りある歩行空間の形成を進めています。

□住宅地の拡散、自動車社会の進展と交通安全
に対する意識の向上等による住民ニーズの多
様化、高度化が進んでおり、住民満足度の高
い整備が求められています。

□河川改修は計画的に進められていますが、町
管理の中小河川については未整備の個所も
残っています。

3-3- ③　道路と河川の整備推進

◇幹線道路を中心に、景観に配慮したゆとりある道路整備を進めます。
◇河川は、水辺の植物や水生生物への影響を考慮しつつ、増水による護岸崩
壊などが発生しない全体計画と河川構造の見直しによる改修を進め、うる
おいのある水辺空間づくりに努めます。

◇振興計画第 5章第 2節施策 3国道、県道、1級河川、砂防関係施設の整備

指標名 数値目標 備考単位 H27( 基準 ) H33( 目標 )

水洗化率 ％ 80�3 83�3 公共・特環・農集排
上昇率 0�05%/ 年
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基本方針 4　町民主体の地域環境づくり
現状 課題 基本施策 施策内容

○世界的な情勢や技術の進歩、生活様式の変化
などから環境への意識が高まっています。

□ごみ分別は、近隣市町村でも行政団体によっ
て違いがあるため、分かりにくいことがあり
ます。

□ごみ資源化の技術的な進展や新ごみ中間処理
施設の稼働等による分別方法の改正を見据え
た情報伝達が必要です。

4-1

環境の広報・啓

発活動の推進

4-1- ①　環境に関する広報の充実

◇環境情報をわかりやすく、正確に広報誌、地元新聞、ケーブルテレビ、音
声告知放送などにより全町民に伝えます。

◇ごみ・資源物の手引きの内容充実を図ります。
◇ごみ等分別収集日程表をはじめ、分別の仕方等について外国語版印刷物を
作成し、外国人居住者にもごみに関する諸ルールを徹底します。

□環境を守るためには、町民全員の意識向上が
必要です。

4-1- ②　環境への積極的な啓発活動

◇環境問題に対する町民への積極的な啓発活動を行います。
・ごみの分別徹底
・廃棄物のリサイクルや再資源化、減量化の取組み
・使用済み商品が廃棄物とならないための製品開発の推進
・地球温暖化防止のための省エネルギーへの取組みと自然エネルギーの導入促
進

・環境美化運動や河川一斉清掃への積極的参加
・不法投棄をしない、させない地域づくり
・河川や水路への未処理排水の抑制
・緑豊かなまちづくりを推進するための花木の植栽
・全町一斉の一日清掃日の取組み　など

○教育委員会職員、学校職員及び小中学校児童
生徒に対しての継続的な環境教育を実施して
おり、環境方針に基づいて毎年環境目標を設
定し、取組みの結果を確認・評価して改善に
つなげています。

○平成 29 年 2月に、中央アルプスジオパーク
をテーマとした講演会を開催しました。

□環境保全に主体的に取り組むためには、環境
に関する理解が不可欠です。

□環境に関する情報は、研究の進展や世界情勢
の影響により日々変化することがありますの
で、継続的で効果的な学習が必要です。

4-2

環境保全のため

の教育、学習の

推進

4-2- ①　小学校における環境教育の推進

◇環境教育の取組みを支援します。
◇キッズＩＳＯや省エネ活動など、環境関係活動を通じ、環境問題を考える
教育を進めます。

◇学校単位でのリサイクル、資源物収集を推進します。
◇緑の少年団の活動を推進し、森林育成・植樹等の活動に取組みます。
◇学校林の設置について検討を進めます。
4-2- ②　中学校における環境教育の推進

◇環境問題に関心が持てるよう、課外活動等に環境問題を取り入れ、地域活動、
天竜川美化活動等に積極的な取組みを図ります。

◇生徒会活動で行っている環境活動への支援を進めます。
4-2- ③　町民への環境教育の推進

◇生涯学習事業の一環に環境学習を組み入れ、環境講演会等を定期的に開催
します。

◇環境保護に取組む各種団体の学習活動を支援します。
◇環境学習に活用できる図書、映像資料等のライブラリー化を行います。
◇ごみ問題に理解を深めるため、伊那中央清掃センター、クリーンセンター
八乙女などの施設の見学を推進します。

◇環境月間などの機会を活用し、リサイクル展や環境保護展などを開催しま
す。
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現状 課題 基本施策 施策内容
○世界的な情勢や技術の進歩、生活様式の変化
などから環境への意識が高まっています。

□ごみ分別は、近隣市町村でも行政団体によっ
て違いがあるため、分かりにくいことがあり
ます。

□ごみ資源化の技術的な進展や新ごみ中間処理
施設の稼働等による分別方法の改正を見据え
た情報伝達が必要です。

4-1

環境の広報・啓

発活動の推進

4-1- ①　環境に関する広報の充実

◇環境情報をわかりやすく、正確に広報誌、地元新聞、ケーブルテレビ、音
声告知放送などにより全町民に伝えます。

◇ごみ・資源物の手引きの内容充実を図ります。
◇ごみ等分別収集日程表をはじめ、分別の仕方等について外国語版印刷物を
作成し、外国人居住者にもごみに関する諸ルールを徹底します。

□環境を守るためには、町民全員の意識向上が
必要です。

4-1- ②　環境への積極的な啓発活動

◇環境問題に対する町民への積極的な啓発活動を行います。
・ごみの分別徹底
・廃棄物のリサイクルや再資源化、減量化の取組み
・使用済み商品が廃棄物とならないための製品開発の推進
・地球温暖化防止のための省エネルギーへの取組みと自然エネルギーの導入促
進

・環境美化運動や河川一斉清掃への積極的参加
・不法投棄をしない、させない地域づくり
・河川や水路への未処理排水の抑制
・緑豊かなまちづくりを推進するための花木の植栽
・全町一斉の一日清掃日の取組み　など

○教育委員会職員、学校職員及び小中学校児童
生徒に対しての継続的な環境教育を実施して
おり、環境方針に基づいて毎年環境目標を設
定し、取組みの結果を確認・評価して改善に
つなげています。

○平成 29 年 2月に、中央アルプスジオパーク
をテーマとした講演会を開催しました。

□環境保全に主体的に取り組むためには、環境
に関する理解が不可欠です。

□環境に関する情報は、研究の進展や世界情勢
の影響により日々変化することがありますの
で、継続的で効果的な学習が必要です。

4-2

環境保全のため

の教育、学習の

推進

4-2- ①　小学校における環境教育の推進

◇環境教育の取組みを支援します。
◇キッズＩＳＯや省エネ活動など、環境関係活動を通じ、環境問題を考える
教育を進めます。

◇学校単位でのリサイクル、資源物収集を推進します。
◇緑の少年団の活動を推進し、森林育成・植樹等の活動に取組みます。
◇学校林の設置について検討を進めます。
4-2- ②　中学校における環境教育の推進

◇環境問題に関心が持てるよう、課外活動等に環境問題を取り入れ、地域活動、
天竜川美化活動等に積極的な取組みを図ります。

◇生徒会活動で行っている環境活動への支援を進めます。
4-2- ③　町民への環境教育の推進

◇生涯学習事業の一環に環境学習を組み入れ、環境講演会等を定期的に開催
します。

◇環境保護に取組む各種団体の学習活動を支援します。
◇環境学習に活用できる図書、映像資料等のライブラリー化を行います。
◇ごみ問題に理解を深めるため、伊那中央清掃センター、クリーンセンター
八乙女などの施設の見学を推進します。

◇環境月間などの機会を活用し、リサイクル展や環境保護展などを開催しま
す。

［環境保全条例施行規則第 3条 (3) 住民の環境保全活動への参加、(5) 環境保全のための教育、学習、広報等］

指標名 数値目標 備考単位 H27( 基準 ) H33( 目標 )
ごみ処理施設年間見学者数
( 衛生部年間視察者数 )

人 70 75 木下区、松島区
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現状 課題 基本施策 施策内容
○平成 23 年度の役場庁舎二酸化炭素排出量に
比べ、平成 27年度の排出量は 10,179kg-CO2
削減されています。

□地方自治体が通常の経済活動を行う上で、率
先垂範して環境保護のために行動することが
必要です。

□町内の環境活動団体や環境活動を積極的に実
施している企業との協力体制は整っていませ
ん。

4-3

環境活動への参

加促進

( 事項へ続く )

4-3- ①　自治体自らの率先実行

◇廃棄物の減量化とリサイクルの推進
◇環境に配慮した製品の購入及び使用
◇省資源の推進
◇エネルギー使用量の削減
◇低公害車の計画的導入
◇公有地及び公共施設の緑化の推進
◇温室効果ガスの排出削減
◇環境への取組みを町全体で実施できるよう、日頃から関係団体や町内の企
業との連携体制を整え、企業への積極的な情報提供を行います。

○長野県内のマイバッグ持参率は 70�5％と、普
及が進んでいます。内訳は女性が75%と多く、
男性は 58%にとどまっています。

○レジ袋の有料化についても 70% の県民が賛
成しており、反対は 15�6% と、ごみ減量化へ
の意識が高いことが伺えます。

　また、レジ袋有料化反対の方の 72�1% は、そ
の理由として「レジ袋を再利用するから」と
しています。

※データはいずれも「マイバッグに関する県民
アンケート調査」：H23 長野県環境部廃棄物
対策課

○箕輪町消費者の会を中心に開催されているフ
リーマーケットには多くの方が参加され、資
源の再利用や地産地消が実践されています。

□ごみの減量化や再資源化を進める上で、一番
の要となるのは町民ひとり一人の行動です。
日常から環境や資源に関心を持ち、購入する
製品やサービスを環境面から見直すことが必
要です。

4-3- ②　町民が実行する環境活動の促進 ( 町民の役割 )

◇低公害車や公共交通機関を積極的に利用します。
◇リサイクルできる容器包装物に入った商品の購入を心がけ、ごみの排出を
抑えます。

◇エコバッグ等を利用したレジ袋の削減や、食品トレーの返還、過大包装物
に注意します。

◇家庭で使われていない資源を廃棄せず、フリーマーケットで販売するなど
再利用を工夫します。

◇生ごみ処理機の活用などで、生ごみの堆肥化、減量化に努めます。
◇家庭で話し合いながら、むだを省いた生活やごみの減量化に取組みます。

公共施設の二酸化炭素排出量の推移 (H23-27)
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H23 H24 H25 H26 H27
合計 209,998.98 212,709.00 215,622.13 210,358.24 199,819.73

庁舎 25,634.95 25,029.79 25,206.55 24,114.64 23,907.15

学校 92,588.99 92,619.65 93,533.76 92,045.43 88,384.64

文化Ｃ・博物館等 64,964.05 68,946.01 69,332.97 64,411.71 59,501.87

保育園 26,811.00 26,113.55 27,548.84 29,786.45 28,026.07

209,998.98 212,709.00 215,622.13 210,358.24 199,819.73

排
出
量(kg-CO

2)
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現状 課題 基本施策 施策内容
○平成 23 年度の役場庁舎二酸化炭素排出量に
比べ、平成 27年度の排出量は 10,179kg-CO2
削減されています。

□地方自治体が通常の経済活動を行う上で、率
先垂範して環境保護のために行動することが
必要です。

□町内の環境活動団体や環境活動を積極的に実
施している企業との協力体制は整っていませ
ん。

4-3

環境活動への参

加促進

( 事項へ続く )

4-3- ①　自治体自らの率先実行

◇廃棄物の減量化とリサイクルの推進
◇環境に配慮した製品の購入及び使用
◇省資源の推進
◇エネルギー使用量の削減
◇低公害車の計画的導入
◇公有地及び公共施設の緑化の推進
◇温室効果ガスの排出削減
◇環境への取組みを町全体で実施できるよう、日頃から関係団体や町内の企
業との連携体制を整え、企業への積極的な情報提供を行います。

○長野県内のマイバッグ持参率は 70�5％と、普
及が進んでいます。内訳は女性が75%と多く、
男性は 58%にとどまっています。

○レジ袋の有料化についても 70% の県民が賛
成しており、反対は 15�6% と、ごみ減量化へ
の意識が高いことが伺えます。

　また、レジ袋有料化反対の方の 72�1% は、そ
の理由として「レジ袋を再利用するから」と
しています。

※データはいずれも「マイバッグに関する県民
アンケート調査」：H23 長野県環境部廃棄物
対策課

○箕輪町消費者の会を中心に開催されているフ
リーマーケットには多くの方が参加され、資
源の再利用や地産地消が実践されています。

□ごみの減量化や再資源化を進める上で、一番
の要となるのは町民ひとり一人の行動です。
日常から環境や資源に関心を持ち、購入する
製品やサービスを環境面から見直すことが必
要です。

4-3- ②　町民が実行する環境活動の促進 ( 町民の役割 )

◇低公害車や公共交通機関を積極的に利用します。
◇リサイクルできる容器包装物に入った商品の購入を心がけ、ごみの排出を
抑えます。

◇エコバッグ等を利用したレジ袋の削減や、食品トレーの返還、過大包装物
に注意します。

◇家庭で使われていない資源を廃棄せず、フリーマーケットで販売するなど
再利用を工夫します。

◇生ごみ処理機の活用などで、生ごみの堆肥化、減量化に努めます。
◇家庭で話し合いながら、むだを省いた生活やごみの減量化に取組みます。

出典）温室効果ガスインベントリオフィス　全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト

指標名 数値目標 備考単位 H27( 基準 ) H33( 目標 )
公共施設二酸化炭素排出量 kg-CO2 199,819 181,476 再掲

指標名 数値目標 備考単位 H27( 基準 ) H33( 目標 )
ごみゼロ運動推進参加者数 人 5,634 5,916 5% 増



30

現状 課題 基本施策 施策内容
○町内には、省エネ対策や省資源化、森林育成
など環境に関する活動を率先して実行してい
る企業・事業所があり、地域における環境へ
の取組みでは模範とされています。また、企
業の技術を活かした情報提供も無償で行われ
ているなど、町内には環境意識が非常に高い
企業が活動を行っています。

□企業や事業者には、製品やサービスに環境面
での付加価値を付けることや、お客様である
町民の皆様への環境啓発が望まれます。

4-3

環境活動への参

加促進

( 前項から続き )

4-3- ③　事業者が実行する環境活動の促進 ( 事業者の役割 )

◇食品等の販売を行う事業者は、トレーの回収ボックスを設けて回収に努め
るとともに、容器包装は可能な限り簡素化します。

◇食品リサイクル法に基づく食品廃棄物の発生抑制と減量化を推進します。
◇食品廃棄物の飼料や肥料等への再生利用を促進します。
◇リサイクルしやすい容器包装物への積極的な切り替えを進めます。
◇容器包装物の素材表示を徹底します。
◇飲料水・酒類の自動販売機設置者は、容器の分別回収ボックスを設置し、
可能な限りリサイクルできるよう取組み、デポジット制度等の資源回収を
促進する方法を工夫します。

◇リサイクルや再資源化により、事業活動に伴って生じる事業系一般廃棄物
の抑制に努めます。

◇買い物袋持参運動を推奨し、レジ袋の削減に努めます。
◇製品の製造には再生資源やリサイクル品などを積極的に利用するとともに、
製品の耐久性の向上、補修サービスの充実などで整備の長寿命化を図りま
す。

◇地産地消を心がけ、輸送に伴う温室効果ガスの排出を削減します。
◇従業員を対象とした企業内環境教育を定期的に開催します。
◇商工会などが中心となって、企業・事業所等における環境保護の取組みを
推進します。

出典）温室効果ガスインベントリオフィス　全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト
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現状 課題 基本施策 施策内容
○町内には、省エネ対策や省資源化、森林育成
など環境に関する活動を率先して実行してい
る企業・事業所があり、地域における環境へ
の取組みでは模範とされています。また、企
業の技術を活かした情報提供も無償で行われ
ているなど、町内には環境意識が非常に高い
企業が活動を行っています。

□企業や事業者には、製品やサービスに環境面
での付加価値を付けることや、お客様である
町民の皆様への環境啓発が望まれます。

4-3

環境活動への参

加促進

( 前項から続き )

4-3- ③　事業者が実行する環境活動の促進 ( 事業者の役割 )

◇食品等の販売を行う事業者は、トレーの回収ボックスを設けて回収に努め
るとともに、容器包装は可能な限り簡素化します。

◇食品リサイクル法に基づく食品廃棄物の発生抑制と減量化を推進します。
◇食品廃棄物の飼料や肥料等への再生利用を促進します。
◇リサイクルしやすい容器包装物への積極的な切り替えを進めます。
◇容器包装物の素材表示を徹底します。
◇飲料水・酒類の自動販売機設置者は、容器の分別回収ボックスを設置し、
可能な限りリサイクルできるよう取組み、デポジット制度等の資源回収を
促進する方法を工夫します。

◇リサイクルや再資源化により、事業活動に伴って生じる事業系一般廃棄物
の抑制に努めます。

◇買い物袋持参運動を推奨し、レジ袋の削減に努めます。
◇製品の製造には再生資源やリサイクル品などを積極的に利用するとともに、
製品の耐久性の向上、補修サービスの充実などで整備の長寿命化を図りま
す。

◇地産地消を心がけ、輸送に伴う温室効果ガスの排出を削減します。
◇従業員を対象とした企業内環境教育を定期的に開催します。
◇商工会などが中心となって、企業・事業所等における環境保護の取組みを
推進します。

Japan Center for Climate Change Actions

全国地球温暖化防止活動推進センター
http://www.jccca.org

⑭

私たちができること
－うちエコ！ アクション②－

ものを買うときは、必要なものを必要な量だけ、が原則ですが、
購入するときには出来るだけ環境によいものを選びましょう。

環境に配慮した製品についているマークを参考に、
グリーン購入を心がけましょう。

国際エネルギースターマーク
待機時消費電力に関する基準を満たし
たコンピュータ、プリンタ、FAX、コピーな
ど8つのOA機器についている。

エコマーク
「生産」から「廃棄」にわたるライフサイ
クル全体を通して環境への負荷が少なく、
環境保全に役立つと認められた文具な
どの商品につけられています。

省エネ性マーク
省エネ基準を満たしたエアコン、蛍光灯
器具、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、ストーブ、
ガス調理機器、ガス温水機器、石油温
水機器、電気便座、変圧器、電子計算機、
磁気ディスク装置についている。緑色の
ラベルは省エネ基準達成率100％以上
の製品。

統一省エネラベル
エアコン、テレビ、電気冷蔵庫については機
器単体のエネルギー消費量が大きく、製品
毎の省エネ性能の差が大きいことから、省
エネラベリング制度及び年間の目安電気料
金に加え、多段階評価制度を組み合わせた
統一省エネラベルによる表示を定めています。

① 買い物袋を持ち歩く。 ③ 洗剤などは、中身の詰め替え
　 ができるものを選ぶ。

⑦ 燃費の良い車を選ぶ。

②包装の少ないものを選ぶ。

⑤ 繰り返し使えるリターナブル瓶
　 を使う。

⑧ リサイクル商品を購入する。 ⑨ 買い物には、鉄道や自転車を
　 利用したり、歩いて行く。

④ 電球が切れた場合には、
　 電球形蛍光ランプに取り
 　替える。

⑥ エネルギー効率の良い
　 家電製品を選ぶ。

グリーンマーク
トイレットペーパー、コピー用紙、ノー
トなど古紙を規定の割合以上利用
した製品についている。

「私たちができること」
出典）温室効果ガスインベントリオフィス　全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト
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水質基準の解説
□水素イオン濃度（pH）
　pHとは、水溶液中の水素イオン濃度［H+］の逆数の対数をとったものをいう。水の水素イオン濃度は、
水中で生ずるあらゆる化学及び生化学的変化の制約因子となっており、また、分析におけるいろいろな化
学反応の重要な制約因子でもある。通常河川では、6�0 ～ 8�5 の間である。
　酸　　　性：pH＜ 7
　中　　　性：pH＝ 7
　アルカリ性：pH＞ 7
　水質調査の必要性としては、水中に酸やアルカリが混入すれば、水素イオン濃度が変化する。つまり、
pH値に異常な変化が認められると水質に何か変化がある（工場排水の混入等）ことがわかる。又、夏期
には植物プランクトンの光合成により昼間 pHが上昇することがある。対象は、河川・湖沼・海域。

□生物化学的酸素要求量（BOD）
　BODとは、水質汚濁を示す代表的な指標で、溶存酸素（DO）の存在する状態で、水中の微生物が増殖
呼吸作用によって消費する酸素をいい、通常 20℃、5日間で消費された DOで表す。有機物量のおおよ
その目安として使われ、水の有機物汚染が進むほどその値は大きくなる。自然現象を利用した測定であり、
自然浄化能力の推定や生物処理の可能性等に役立つ。しかし、化学工場排水や一部の合成有機化合物は測
定対象に含まれない。魚類に対しては、渓流等の清水域に生息するイワナやヤマメなどは 2mg／ L以下、
サケ、アユなどは3mg／ L以下、比較的汚濁に強いコイ、フナなどでは5mg／ L以下が必要とされている。
対象は、河川。基準値は、類型により異なり、1～ 10mg ／ L以下と定められている。

□浮遊物質量（SS）
　浮遊物質とは、水中に懸濁している直径 2mm以下の不溶解性の粒子状物質のことで、枯士鉱物に由来
する微粒子や動植物プランクトン及びその死ガイ、下水・工場排水などに由来する有機物や金属の沈殿な
どが含まれる。浮遊物質は、一般的に清浄な河川水では粘士成分を主体に若干の有機物を含むものにより
構成されることが多いが、汚染の進んだ河川水は、有機物の比率が高まる。SS の量は、水の濁り、透明
度などの外観に大きな影響を与える。また、SS が生態系に与える影響には、魚類のえらを塞ぎ呼吸を妨
げて窒息させる危険性や、太陽光線の透過を妨げ、藻類の同化作用を阻害させる等がある。対象は、河川
と湖沼。基準値は、類型により異なり、河川では 25～ 100mg ／ L及びごみ等の浮遊が認められないこと。
湖沼では 1～ 15mg ／ L及びごみ等の浮遊が認められないことと定められている。
　

□大腸菌群数
　大腸菌群とは、大腸菌及び大腸菌と極めてよく似た性質をもつ菌の総称で、細菌分類学上の大腸菌より
も広義の意味で、便宜上、グラム染色陰性、無芽胞性の桿菌で乳糖を分解して酸とガスを形成する好気性
又は通性嫌気性菌をいう。また、大腸菌群数とは、大腸菌群を定量的に表したもので、検水 1L中の大腸
菌群の集落数又は検水 100mL 中の大腸菌群の最確数（most��probability��number）「MPN」で表される。
大腸菌群数は、し尿汚染の指標として用いられる。大腸菌は人体排泄物中に大量に存在する。大腸菌の検
出によって直にその水が危険であるとはいえない。大腸菌自体は無害であるが、消化器系伝染病は常に大
腸菌と一緒に存在するため、大腸菌の検出は消化器系伝染病の存在を疑うことができる。大腸菌が病原菌
の指標として都合が良いのは、大腸菌が消化器系伝染病より抵抗力が強く、検出が容易なためてある。つ
まり、大腸菌の検出されない水には病原菌も存在しないと考えて良い。対象は、河川、湖沼、海域。基準
は、類型により異なり、50～ 1,000MPN/100mL 以下と定められている。
�

□全窒素（Ｔ－Ｎ）
　総窒素は、窒素化合物の総量をいう。窒素は、動植物の増殖に欠かせないもので、リンとともに栄養塩
と呼ばれ、その存在量は、富栄養化の目安として使われている。対象は湖沼。なお、窒素に関わる環境基
準は「全窒素」として定められているが、これは総窒素と同じである。基準値は、類型により異なるが、0�1
～ 1mg/L 以下と定められている。
�

□全リン（Ｔ－Ｐ）
　総リンは、リン化合物の総量をいう。リンは、動植物の増殖に欠かせないもので、窒素とともに栄養塩
と呼ばれ、その存在量は、富栄養化の目安として使われている。なお、閉鎖性海域においても、湖沼同様
に富栄養化が問題になり、平成５年に海域における環境基準が設定された。汚濁源としては、生活排水、
畜産排水、工業排水等広い範囲から排出される。大きな汚濁源とされていた衣料用洗剤並びに食器用洗剤
中に含まれるリンについては、無リン化が進んでいる。
�

□鉛（Pb）
　鉛は、青みを帯びた灰色の金属。重く、かつ柔らかく有毒。比重は 11�34。鉱山排水、工場排水や上水
道の鉛管から溶することがある。慢性中毒として脳障害や精神障害を引き起こす。基準値は、環境基準では、
平成5年に0�1mg／L以下から0�001mg／L以下に、水道水質基準では平成4年に0�1mg／Lから0�05mg
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／ L 以下に強化された。検出されないことが望ましい。
　

□ 1�1�1- トリクロロエタン
　1�1�1 －トリクロロエタンは、有機塩素系化合物の一種。�甘い臭いを持つ無色透明の液体で不燃性。揮
発性が高く、水中へ放出されても表面から大気中へ揮散する。�土壌へ放出された一部は、地下水に浸透
し地下水汚染を引き起こす。大気中では比較的安定で、広域に拡散しやすく、オゾン層破壊の原因物質の
一つとなっている。中枢神経への影響がある。基準値は、「1mg／ L以下」と定められているが、検出さ
れないことが望ましい。オゾン層の保護のために、「1996 年 1月 1日よりの生産量及び消費量」は、ゼ
ロと定められた。
　

□トリクロロエチレン
　トリクロロエチレンは、有機塩素系化合物の一種。合成物質で天然には存在しない。無色透明の液体で
不燃性。�環境への侵入は、蒸気圧の高さのために、主に揮散して大気へ移行する。一方、比重が重く土
壌吸着能が低いために地下水汚染を引き起こす。体内に蓄積して肝臓、腎臓障害や中枢神経障害を起こす。
発ガン性が懸念される。主に金属洗浄に用いられる他、生ゴム、染料の溶剤等に使用され、工場排水など
に含まれる。�基準値は、「0�03mg ／ L以下」と定められているが、検出されないことが望ましい。
　

□テトラクロロエチレン
　テトラクロロエチレンは、有機塩素系化合物の一種。合成物質で天然には存在しない。エーテル様の臭
気がある無色透明の液体。蒸気圧が高いために環境中では、主に大気に移行し、また一部は地下浸透して
地下水に達する。地表水に放出されたテトラクロロエチレンは、主に揮発によって水中から除かれる。肝
臓、腎臓障害や中枢神経障害を起こす。発ガン性が懸念される。主にドライクリーニング剤として用いら
れる他、医薬品、香料、溶剤に使用される。地下水汚染の進行が懸念される。基準値は「0�01mg ／ L以下」
と定められているが、検出されないことが望ましい。

( 以上出典：国土交通省東北地方整備局 )

□一般細菌
　標準寒天培地を用いて３６±１℃で２４±２時間培養したとき、培地に集落を形成する細菌のこと。分
類学的に特定のグループを意味するものではない。一般細菌として検出される細菌の多くは病原菌ではな
いが、汚染された水ほど多く検出される。�

□全有機炭素 (TOC)
　水中に存在する有機物中の炭素を有機炭素または全有機炭素 (TOC）といい、水中の有機物濃度を推定
する指標として用いられる。また、全有機炭素は、溶解性のものと懸濁性のものとに分けられ、前者を溶
解性有機炭素 (DOC)、後者を懸濁態有機炭素 (POC) という。

□塩化物イオン ( 塩素イオン )
　水中に溶存している塩化物中の塩素のことで、塩化物イオンともいう。自然水は常に多少の塩素イオン
を含んでいるが、これは地質に由来するもので、特に海岸地帯では海水や送風塩の影響によることが大き
い。しかし、塩素イオンは下水系、生活系および産業系などの各排水や、屎尿処理水などの混入によって
も増加する。したがって、塩素イオンは水質汚濁の指標の一つともなっている。硝酸銀と反応して塩化銀
の白色沈澱を生ずるため、測定にはこの性質を利用した硝酸銀法（モール法）がある。多量の塩素イオン
は水に味をつけたり、鉄管などの腐食を促進する傾向がある。

□硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
( 硝酸性窒素）
　水中の硝酸イオン（ＮＯ３－）および硝酸塩に含まれている窒素のことで、硝酸態窒素ともいう。硝酸
イオンは有機および無機の窒素化合物の最終的酸化形である。硝酸性窒素を多量に含む水を摂取した場合、
体内で細菌により硝酸塩は亜硝酸塩へと代謝され、亜硝酸塩は血液中でメトヘモグロビンを生成して呼吸
酵素の働きを阻害しメトヘモグロビン血症を起こす。測定方法には，ブルシン・スルファニル酸法、フェ
ノールジスルホン酸法、サリチル酸ナトリウム法がある。
（亜硝酸性窒素）
　水中の亜硝酸イオン（ＮＯ２－）または亜硝酸塩に含まれている窒素のことで、亜硝酸態窒素ともいう。
水に混入したアンモニア性窒素が酸化されて生ずる場合が多いが、硝酸性窒素の還元によって生じる場合
も多い。亜硝酸塩は赤血球のヘモグロビン（体内組織へ酸素を運搬する）と反応してメトヘモグロビンを
生成し、呼吸酵素の働きを阻害するメトヘモグロビン血症を起こす。測定方法にはスルファニルアミド・
ナフチルエチレンジアミン法、ＧＲ法、α－ナフチルアミン・スルファニル酸法がある。体内で硝酸性窒
素は亜硝酸性窒素へと速やかに変化するため、水道水質基準は硝酸性窒素および亜硝酸性窒素の合計量と
なる。�
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□アンモニア性窒素
　水中のアンモニウムイオン（ＮＨ４－）に含まれる窒素のことで、アンモニア態窒素ともいう。有機窒
素化合物の分解、工場排水、下水および屎尿の混入によって生ずる場合が多い。土壌や水中の細菌により
亜硝酸性窒素、硝酸性窒素へと酸化され、嫌気性状態では逆に硝酸性窒素、亜硝酸性窒素が還元されてア
ンモニア性窒素となる。浄水処理では塩素処理や、緩速濾過のような生物化学処理によって分解され減少
するので、処理工程の管理指標としても重要な項目である。測定方法にはインドフェノール法、ネスラー
法、α－ナフトール法、蒸留比色法がある。

□臭気
　水の臭気は水に溶解している種々の物質が原因となっています。水道において問題となる臭気物質は、
藻類や放線菌等の生物に起因するかび臭物質、フェノールなどの有機化合物が主です。異常な臭気は不快
感を与えるので飲用には適しません。

□濁度
　水の濁りの程度。精製水１Ｌ中に標準カオリン１ｍｇを含むときの濁りに相当するものを１度（または
１ｍｇ／Ｌ）としている。水道において、原水濁度は浄水処理に大きな影響を与え，浄水管理上の指標と
なる。また、給水栓中の濁りは、給・配水施設や管の異常を示すものとして重要である。�

□色度
　水中に含まれる溶解性物質およびコロイド性物質が呈する黄褐色の程度をいう。原水においては、主に
地質に由来するフミン質、フミン酸鉄による呈色と同じ色調の色について測定される。水道水においては
配管等からの鉄の溶出などによって色度が高くなることがある。精製水１Ｌ中に白金イオン１ｍｇおよび
コバルトイオン０．５ｍｇを含むときの呈色に相当するものを１度としている。

□味
　水の味は、水に溶存する物質の種類・濃度によって感じ方が異なる。味の原因には、下水、工場排水
等による汚染、生物や細菌類の繁殖、また、海岸地帯では海水の影響をうけ塩味を感じることもある。�
　異常な味は不快感を与えるので飲用には適さない。

( 以上出典：日本水道協会 )
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